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座 談 会

医史学から展望するCOVID-19パンデミック

緒　言

COVID-19パンデミックによって，本学会でも学術大会や月例会の開催に大きな影響を受

け，それも一因となって投稿論文の減少が危惧される状況となっている．また，われわれ本誌

編集委員も医史学研究者として，未曽有の事態にあって何を思い何を考えたか，同時代の記録

としてもぜひ何らかの行動をとりたいと考えてきた．そこで，各委員がそれぞれの専門と関連

させたレビューを作成し，それを共有したうえで座談会を開催し，レビューとともに本誌に掲

載することとした．テーマの専門性から考えれば，編集委員以外にもより相応しい方がおられ

ると思うし，本来であればそういう専門家の意見を汲み上げる機会を作りたいとも考えたが，

先ずはわれわれの試みが議論の呼び水になることを願って，編集委員に加えて坂井建雄理事

長に出席を仰ぎ，オンラインによる座談会を開催した．以下，レビューに続いて，座談会記録

を掲載する．各レビューのテーマは掲載順に次の通りである．

澤井　直：西洋の古代からルネサンスまでの感染症について

松村紀明：民間医たちのつくりあげた種痘ネットワーク

逢見憲一： わが国におけるインフルエンザ流行に関する認識と“スペインかぜ”流行に対する

衛生行政の対応

渡部幹夫：近現代の感染症・予防と治療の史的概観

永島　剛：歴史から考える疫病と社会経済との関係

町泉寿郎：中国医学における流行性感染症に関する史料の紹介

（編集委員長　町 泉寿郎）

西洋の古代からルネサンスまでの感染症について

澤井　　直
順天堂大学医史学研究室

2021年 2月に行われた 2020年度医師国家試験

では「世界的大流行を引き起こし，中世ヨーロッ

パでは黒死病として恐れられた感染症はどれか」

という設問で「ペスト」を選ばせる問題が出題さ

れた．COVID-19の流行は過去の感染症への関心

を引き起こし，時代が近いスペイン・インフルエ

ンザについての言及は日本でもよく見られる．欧

米では特に社会・経済・文明への甚大な影響を与

えた感染症として黒死病に対する言及が目立つ．

本稿では西欧の古代や中世の代表的な感染症流行

に関する研究を紹介する．

古　代

COVID-19のような， 人類にとって経験のない

新たな感染症に関する記録は古代から残されてい

る．有名なところではトゥキュディデスの『歴史』
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に紀元前 429年のアテネの疫病の記載がある．ス

パルタと交戦中のアテネを襲った疫病は，アテネ

市民と軍人に多くの死者をもたらし，アテネの弱

体化につながったと記す．

トゥキュディデスによる記載から，その疫病を

特定し，病名を同定しようという研究がなされて

きた．発疹チフス，麻疹，痘瘡，あるいは腺ペス

トや麦角中毒が候補として挙げられ， トゥキュ

ディデスが記載した症状との比較や当時のアテネ

のシラミの生息状況， アテネ以外でのより近い時

代に起こった感染症流行の照応により，現在では

発疹チフスと推定する見解が多数の支持を集めて

いる．しかしながら，異論も多く提出している．

このような同定に関し，過去の疫病を論じる際

の方法論に関する議論もなされてきた．医学は各

種疾病を分類し，その原因を突き止め，対策を考

案してきたが，その方法や知見を用いて，時間を

さかのぼって文字記録から病気を同定することの

妥当性が問題となった．高い死亡率に注目し，同

様の死亡率を持つことが分かっている感染症と同

定することには，免疫がない土地において新たな

疫病が起こったために死亡率が高くなっていたと

いう視点の欠如が指摘されている．死亡率がある

程度高くなると，看護活動や衛生行政の崩壊を招

き，それによってさらに死亡率が高くなることも

あり，死亡率の高さには病原菌そのものに由来す

るもの，免疫的な弱さに由来するもの，社会経済

的なもの，これらを区別して必要性があると主張

されている．また，時間の経過とともに疫学的な

特徴や臨床上の病態そのものも変化する可能性も

ある．現代の伝染病との 1対 1で対応させること

を断念すべきであるという意見も出されている．

また，トゥキュディデスの記述の正確性に対す

る疑問も出されている．疫病が起こってから20年

以上経過してから，医師ではない者によって書か

れた記録をどれほど信頼できるのか，症状を記載

する際に用いた用語の選択は適切なものだったと

信用できるのか，という疑義は同定する際のデー

タそのものの信頼性を崩してしまうものである．

上記のような同定に関する問題はアテネの疫病

だけに限ったものではなく，過去の病気を扱う歴

史研究に常に付きまとうこととであろう．

ガレノスも新たな疫病の記録を残している．165

年に小アジアからローマ帝国全土に広がった疫病

はアントニヌス・ピウス帝の 2人の養子マルク

ス・アウレリウス帝とルキウス・ウェルス帝の共

同統治時代のことだったため，「アントニヌスの

疫病」と呼ばれている．この疫病は断続的に再流

行を繰り返し，多くの死者を出し，ルキウス・

ウェルス帝は疫病によって命を落としたと見られ

ている．

ガレノスはこの疫病を特定の病名で呼ぶことは

なく，疫病を意味する「λοιμός」 （ロイモス） と呼

ぶか，あるいはこの語に「大きな」「長い」などの

形容詞をつけて言及している．ガレノスによる

「λοιμός」の定義は，いっときに同一の場所で同じ

ようにして多くの人が亡くなることであり，特定

の病気というより，災害としての現象を指す言葉

だった．しかし，ガレノスが記す症状はかなり詳

細である．

「この大疫病の初期に（終わりがあってくれれ

ばいいのだが），罹って九日目の若者の全身に，

生き残ったほぼすべての人と同様に潰瘍が現れ

た．その日，彼は少し咳き込んでいた．次の日

に入浴すると，もっと咳が激しくなり，エフェ

ルキス （傷の瘡蓋） と呼ばれるものを一緒に吐

き出した．喉の近くの頸で粗面の動脈［気管］

に感じるものがあり，そこのところで潰瘍化し

ているようだった．彼の口を開けさせて喉を調

べると，そこに潰瘍があった．診察していると

きには，そのような形でやられているようには

見えなかった．いずれにせよ，潰瘍がそこに

あったのならば，その患者は食べ物と飲み物の

通路からこみ上げてくような感覚を覚えたこと

だろう．それでも，原因を明確に理解するため

に，彼に酢と辛子を食べるように与えた．これ

らのものは彼を傷つけることなく，頸ではっき

りとした感じを与える．例の場所でムカムカす

るように感じ，咳込んだ．できる限り我慢して

咳き込まないように促し，実際そのようにして

くれた．むかつきが収まったので，仰向けに寝
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かせて乾燥薬を外から塗りこんで，潰瘍が治る

ようにいろいろとあらゆる手を尽くした．」 （『治

療法について』5.12, 10.360-63K）

ガレノスは，罹患者には喉頭，気管，食道の潰

瘍や全身の丘疹が見られる，特定の症状を示す病

気として扱っている．

ガレノスは大疫病の患者を数百人治療し，ポン

ペイ近郊のスタビアのミルクやアルメニアの土，

少年の尿などが効果があったと記すが，疫病の猛

威を止めることはできず，自身も奴隷の大半を

失った．上記引用の冒頭にある「終わりがあって

くれればいいのだが」 という言葉は，疫病の終息

を切実に願うガレノスの心情の表れであるが，こ

のような感情の吐露は淡々と病状や治療を記載す

るガレノスの記述においては異例である．次のよ

うな記載もある．

「疫病だらけの状況下で，この手段は冒された

人たちを救うことができる唯一のものだと思わ

れた……というのも，あの疫病は，獣のように，

わずかな人を殺すのではなく，市全体で猛威を

ふるって，壊滅すらさせたからである．」（『ピソ

スへのテリアカについて』16, 14.280-81K）

同時代の記録は多くないが，アエリウス・アリ

スティデスの 『聖なる教え』 などもこの疫病の被

害について言及し，やはり多数の犠牲者があった

ことが伝えられている．

このアントニヌスの疫病に関しても，病名の同

定が試みられてきた．トゥキュディデスとは異な

り，医師であるガレノスによる信頼性の高い同時

代の目撃・治療記録があり，ガレノスの記載を用

いた同定が行われ，現在では天然痘だったという

見解が強く支持されている．

しかし，アントニヌスの疫病の被害の規模に関

しては，実際の死者数はそれほど多くなかったと

いう意見や，別の時代にも同様の疫病流行もあっ

たなかでガレノスが記載した故に過度に重視され

ているという見解も出された．このような見解に

対しては，同時代の行政記録に人口減少や社会活

動の停滞を裏付ける記録があることや，疫病発生

後に銀鉱山の採掘量が減少して経済活動が停滞 

していたことを示す証拠が氷床コアの鉛濃度の分

析から得られるなど，疫病とは直接関係しない記

録・証拠によって反証がなされている．

中　世

中世では 541年から 8世紀にかけてのユスティ

ニアヌスの疫病と 1347年からの黒死病が甚大な

被害をもたらした．この 2つの疫病に関する歴史

研究は現在も盛んに行われている．

20世紀でも両方ともペスト菌による疫病だった

という見解が支持されてきたが，異論も多数提出

されていた．現在は同定に関する異論はなくなっ

てきている．このような状況に貢献したのは歴史

学・考古学・科学の協働である．

ユスティニアヌスの疫病に関する研究は，やは

り文字資料に基づく研究が主流だったが，200年

にわたる疫病がどれだけ流行と再流行を繰り返

し，どれほどの被害があったのかを正確に見積も

るために考古学的な証拠が用いられた．

20世紀末のヒトゲノム計画に代表される，各種

生物のゲノム解読は病原細菌に対しても行われ，

21世紀なってペスト菌のゲノム配列が明らかに

なり，埋葬遺骨中でのペスト菌の発見が報告され

るようになった．ユスティニアヌスの疫病の犠牲

者を大量埋葬したところで出土した人骨のDNA

解析によってペスト菌が見つかったことは，この

疫病を同定する決定的証拠だと考えられた．しか

し，同様にDNA解析によってペスト菌が見つか

りながら，ユスティニアヌスの疫病とは別の時代

のペスト菌が混入したことが明らかになった事例

もあり，DNA解析による結果にも注意が必要で

あることも指摘されている．現在では文字資料・

考古学資料・生物資料による総合的な議論が行わ

れるようになっている．

さらに，木の年輪や湖沼堆積物の調査から，530

年代以降の北半球では気候変動による寒冷化が起

こって，これがユスティニアヌスの疫病に影響を

与えたという見解も出された．大規模な気候変動

が感染症流行に与える影響を疑問視する意見や，

19世紀末のペスト流行では広範囲の気候変動よ
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りも局所的な気候変動の影響の方が大きかったと

いう研究もあり，ユスティニアヌスの疫病と気候

変動との関連については否定的な意見が多い．

黒死病に関しては従来から関心が高く，欧米を

中心に専門書でも一般書でも黒死病に関連する書

籍の出版の勢いは衰えることはない．ヨーロッパ

の主要言語版のWikipediaには黒死病が独立した

項目となり，感染の拡大や社会・文化への影響，

当時の医療などが詳しく記されている．それに 

対し，日本語版Wikipediaでは「ペストの歴史」の

中で黒死病が扱われるのみで，欧米における黒死

病への関心の度合いが反映されているように思わ

れる．

黒死病に関する研究も文字資料中心の研究から

多方面からの総合的な研究へと変化している．ユ

スティニアヌスの疫病よりも時代が近いこともあ

り文字資料も考古学的遺物も各地に残され，しか

も年代特定が可能な遺物も多い．従来から黒死病

の原因についてはペスト菌が原因だとする説が提

出されていたが，炭疽菌単独で，あるいはペスト

菌と炭疽菌が同時に襲ったという説も有力視され

ていた．2010年以降は埋葬遺骨のDNA解析に

よってペスト菌単独説に落ち着いている．

しかし文字資料や遺物に対する研究は継続さ

れ，黒死病の影響が明らかになってきている．例

えば黒死病による死亡率の数値は従来はヨーロッ

パ全体で人口の 3分の 1とするのが定説となって

いたが，現在は 50%前後とする見解が支持される

ようになってきている．3分の1という数値は，記

録が残っている地域で人口の 50%以上の死亡が

記載され，記録がない地域ではそれほど死亡率が

高くなかったという推測から算出されていたが，

近年では都市・各地方の死亡・租税記録を用いた

黒死病前後の人口変動の詳細な分析により，ヨー

ロッパの全人口 8000万人のうち 5000万人が死亡

したという従来の倍近くの数字が出され，50%前

後の死亡率と記載されることが多くなっている．

本稿冒頭で医師国家試験の問題を紹介したが，

ある医師国家試験解説本では「皮膚が黒くなる症

状から「黒死病（Black Death） と呼ばれた」とい

う解説と「ペストの時のマスク（あの独特の形の）

あったよねー」という受験者の声が記載されてい

る．どちらも一般に広がっている黒死病の理解で

あるが，このような理解は歴史学の成果を正確に

反映したものではない．

鳥のクチバシ型のマスクは 14世紀の黒死病流

行時の医師の装束として，その滑稽さから当時の

病気理解の低さを嘲笑するかのように取り上げ 

られることもある．しかし，中世の医師が装着し

ていたという記録はなく，17世紀半ばに登場して

いる．

「黒死病」 という名称も 14世紀の流行時に用い

られていたものではない．16世紀以降に徐々に使

用されるようになった名称であり，「黒」は患者 

の皮膚の色ではなく，「恐ろしい」 「陰惨」 などの

比喩的な意味で用いられたと指摘されている．

COVID-19の流行により思いがけず感染症の歴

史に対する関心が高まったが，過去の感染症に関

する研究は現在も進行中であること，一般に広

まっている黒死病の理解には疑わしいものがある

ということにも注目してもらいたいと感じている．
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民間医たちのつくりあげた種痘ネットワーク

松村　紀明
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科／順天堂大学医学部医史学研究室

種痘＝天然痘という感染症に対する予防接種

かつて日本では疱瘡・痘瘡などと呼ばれていた

天然痘は，天然痘ウイルスを病原体とする感染症

の一種であり，全世界で猛威を振るっていた恐ろ

しい病気である．伝染力が非常に強く飛沫感染や

接触感染により感染し，高熱などの初期症状のあ

と，全身に発疹が生じやがてそれらは化膿して膿

疱となる．致死率は高く，既に 8世紀頃には日本

に侵入しその後何度も流行した．たとえ治癒して

も膿疱の跡（瘢痕・あばた） が残るのが特徴であ

り， 幕末頃には日本人の実に1/3にあばたがあった

といわれるほど，蔓延していた．藤原四兄弟，伊

達政宗，豊臣秀頼，吉田松陰，孝明天皇，夏目漱

石など， 多くの著名人も罹患したと言われている．

天然痘に一度罹患して治ると二度とかかること

はないことが経験的に分かっていたので，その起

源は不明であるが，インド・中国・トルコなどで

は，天然痘患者の痘漿や痘痂を健康な人に接種す

るなどが行われていた．これらは人痘種痘法と 

呼ばれる．さらに，1796年にエドワード・ジェン

ナーにより，牛痘の膿を接種するという牛痘種痘

法が開発され，19世紀以降はそれによる天然痘制

圧が進められてゆく．そして最終的には 1980年 

5月，WHOにより根絶宣言がなされ，天然痘は人

類がはじめて根絶した感染症となったのである．

すなわち，天然痘は我々の生活・生命を脅かし

てきた感染症の代表であり，種痘という予防接種

はそれを克服した近代的な医学・医療の象徴とも

言える．それでは，我が国では天然痘はどのよう

に克服されたのであろうか．

ふたつの種痘法の伝来

さきほど言及した人痘種痘法を日本で広めたの

は秋月藩（福岡県）の緒方春朔（1748–1810年）で

ある．

1789（寛政元）年から翌年にかけて秋月藩で天

然痘が流行した際，春朔は人痘種痘法を行い後に

『種痘必順弁』を著した．このときの春朔の種痘法

はかさぶた（痘痂）を乾燥させたものを鼻のなか

に吹き込む方法であり，清 （中国） の医学書『御纂

醫宗金鑑（医宗金鑑）』 （1742 （乾隆 7） 年） に基づ

いたものであった．『種痘必順弁』の巻末には 28

名の種痘医の名前が掲載されており，その分布は

全国的であった．これをきっかけに各地の蘭方医

が人痘種痘法を試みるようになった．

ヨーロッパでジェンナーにより牛痘種痘法が開

発されるのは，この春朔の人痘種痘法の実施の後

の，1796年である．牛痘種痘法の情報が伝えられ

たのは，ロシア・イギリス・清（中国）・オランダ

の 4つの国経由であったが，大きな役割を担った

のはオランダと中国経由の情報であった．オラン

ダ経由は蘭学のルートからであり，シーボルトな

どが牛痘種痘法を実施したが，残念ながら善感せ

ず失敗した．しかしながら，この新たな種痘法の

情報は蘭方医たちによって広められた．また中国

経由の情報は，たとえば中国の牛痘書『引痘略』

（1831年）が小山肆成（1807–62年）の手で校刻さ

れ『引痘新法全書』として刊行されるなど，漢籍

によって広められていった．

このふたつの種痘法のうち，牛痘種痘法は情報

が伝わってから成功するのには時間がかかった．

何度も試みられ，それが成功し日本で広範に牛痘

種痘法が行われるようになるのは，オランダ商館

医オットー・モーニッケ （1814–87年） が 1849（嘉

永 2）年に持ち込んだ痘苗まで待たなければなら

なかったのである．

牛痘苗という医療資源

人痘種痘法に比べ牛痘種痘法が成功するのにな
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「京遊厨費録」　　　　　　　「種痘諸事留」
（在村医の京都遊学記録）　　（在村医の種痘記録）　

※いずれも中島医家資料館蔵

ぜ時間がかかったのであろうか．その理由のひと

つは，接種を行う際に牛痘苗という特殊な医療資

源が必要であった点であろう．

人痘種痘法の場合，患者からいつ痘痂を採取し

それをどのように加工・保存するのかなどの技術

的問題はあったが，それらの採取は国内に多数存

在する天然痘患者から可能なものであり，確保は

容易であった．

それに対し，ジェンナーによって開発された牛

痘種痘法の場合，牛痘にかかった牛から採取した

牛痘苗が必要であった．厳密には，牛痘種痘法に

用いられてきた「牛痘苗」は，牛痘の病原体の牛

痘ウイルスではなく，馬痘ウイルスもしくはその

近縁種のワクチニアウイルスであることが近年の

研究によって明らかにされている．いずれにせ

よ，日本国内で牛痘種痘法を実施する際に用いる

牛痘苗あるいはその代用品の発見・作成は，何人

もの医師により試みられたが成功せず，輸入を待

たなければならなかった．

牛痘苗という医療資源が特殊であった点は，そ

れだけではない．この時代の牛痘苗がどのように

受け継がれていたのかというと，牛痘種痘を施し

たひとの腕に生じた痘疱（発疹）から，痘漿（膿

汁）や痘痂（かさぶた）をとり，これを痘苗とし

て直ちに別のひとに接種したり，あるいは一旦保

管・輸送したのち別のひとに接種したりしてい

た．いずれの場合でも，時間の経過やひとからひ

とへと植継がれる間に，その効力が弱まったり失

われたりすることがしばしばあり，この頃の痘苗

は常に劣化・枯渇の危険にさらされていたのであ

る．実際，明治時代に入ってからも，牛痘苗は何

度も再輸入されている．また先に「シーボルトな

どが牛痘種痘法を実施したが，残念ながら善感せ

ず失敗した」と書いたが，これは輸入した痘苗の

効力が失われていたと考えられている．

民間医師たちによる 

医学知識・医療資源の流通ネットワーク

1849（嘉永2） 年，輸入牛痘苗による牛痘種痘が

ようやく成功した．情報が入ってきてから実際に

成功するまで何十年もかかったのとは対照的に，

日本国内では短期間のうちに全国へと広まって

いった．長崎・佐賀を起点として，輸入された牛

痘苗は植継がれながら，半年ほどの間に京都・大

坂，江戸，福井へと伝えられ，さらにそこから各

地へと伝播していった．前述のように，牛痘苗と

いう特殊な医療資源が必要であったにも関わら

ず，である．

それをなした主役は，公儀（藩・幕府） という

よりもそれぞれの地域に住まう民間の医師（町医

や在村医）であった．先ほど，牛痘苗の人から人

への植継ぎに言及したが，一人の患者から取れる

痘苗の量も限られこの時代には大量生産ができな

かった．そのため，牛痘苗の接種だけでなくその

確保・維持についてもそれぞれの地域の町医や在

村医にその多くを依らざるを得なかったという訳

である．

江戸中期以降，医師が職業として成立するよう

になり，民間の医師が各地で増加していったが，

彼らはそれぞれの地域で孤立し活動していた訳で

はない．そのなかのかなりの数が江戸・京都・大

坂・長崎などへの遊学を行った．そしてある医師

が遊学をする際，特定のひとりの医師のみに入門

したわけではなかった．複数の都市・複数の医師

への遊学・入門も決して珍しいものではなく，漢

方と蘭方を同時に学ぶ漢蘭折中など，流派を越え

た入門も普通に行われていた．さらに，遊学後に

帰郷した医師は，同じ藩内の他の医師にその医術

知識を伝えていった．このようにして，江戸期の
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各地の医師たちはそれぞれの学統別のピラミッド

というよりも，全国的なネットワークを形成して

いった．

地方分権的な江戸時代の徳川幕藩体制下におい

て，全国をカバーする公衆衛生・医療施策はほぼ

皆無であったが，既に形成されていたこの全国的

な民間の医師のネットワークが，牛痘種痘法・牛

痘苗の維持・実施・拡散に大きな役割を果たした

のである．

明治初期の種痘システム

維新を迎えると，未だ流行が続く天然痘に対し

て明治新政府は真っ先に新たな施策を打ち出して

いく．種痘に関係する法令としては，1870（明治

3）年の「大学東校種痘館規則」，1871（明治 4）年

の「東校中ニ種痘局ヲ設ケ規則ヲ定ム」，1874（明

治 7）年の「種痘規則」，1876（明治 9）年の「種

痘医規則」，1885 （明治 18） 年の「種痘規則」 など

が挙げられる．

これらは，はじめて近代的な公衆衛生・医療施

策を体系的に示した「医制」（1874（明治 7） 年），

医師の免許や資格試験を定めた「医師試験規則」

（1879 （明治 12） 年） や 「医師免許規則」・「医術開

業試験規則」 （1883（明治 16） 年）に先んずるもの

であった．

しかしながら，少なくとも明治10年代前半まで

は前述の民間の医師のネットワークが大きな役割

を果たしていたことが分かっている．たとえば，

明治 3年の「大学東校種痘館規則」では，種痘の

資格と施術場所を厳格に定めて公的に管理する方

針が示されているのに対し，明治 4年の「東校中

ニ種痘局ヲ設ケ規則ヲ定ム」と明治 7年の「種痘

規則」では，資格は他の種痘医に個人的に入門し

ての技術習得も可とし，種痘の実施も医師の自宅

で行うことを認めるという方針転換をしている．

実際，いくつかの地域医療側の記録史料からもそ

のことが裏付けられており，たとえば東京では

「種痘積善社」・岡山では「種痘勧善社」 といった

民間の種痘医の結社が，転換後の政府の方針に則

り種痘活動を行っていたことが判明している．な

ぜ，このような時代に逆行するかのような方針転

換が行われたのであろうか．

その謎を解く鍵は，先ほど言及した牛痘苗とい

う医療資源の特殊性にある．

江戸時代から用いられていたひとの腕から腕へ

と植継ぐやり方では，絶えず未種痘児を確保せね

ばならないことや痘苗の大量生産ができず多くの

者に効率よく種痘できないこと，さらには植継ぎ

を続けると効力が減衰するという問題点があっ

た．それに対応するために，1874（明治 7）年 6月

には東京に牛痘種継所が設立され，全国への牛痘

苗の配布が行われるようになる．この牛痘種継所

では，牛に植え戻してから痘苗を製造し（再帰牛

痘苗），それまでの牛痘苗の伝達・維持・拡散に

対する不安・問題の解消を目指したのである．

しかし，痘苗に関する問題はこの牛痘種継所に

よって一気に解消はしなかった．再帰牛痘苗はそ

れまで用いられていた痘苗に比べて効力が弱く

（厳密には施術の問題であることが後に判明する）

また保存性が低いこと，加えて生産量が十分では

なかったことなどがあり，結局はそれぞれの地域

で一旦それをひとに植え戻してから種痘せざるを

得なかった．そして，従来のひとからひとへ植継

ぐ人伝牛痘苗が全廃されるのは，痘苗の生産能力

や施術方法の改善が達成された 1892（明治 25）年

まで待たねばならなかった．

つまり，種痘に必要な十分な痘苗を製造しそれ

を配布し施術するには，明治初期の時点ではまだ

まだ民間の医師の力が必要不可欠であり，そのこ

とに気付いた新政府が先ほどの「時代に逆行する

かのような方針転換」 を行ったというわけである．

実際，明治 7年の「種痘規則」と明治 9年の「種

痘医規則」において，種痘医の責務について前者

では「種痘医タル者ハ其術ノ普及ヲ主トシ且務メ

テ新鮮有力ノ痘苗ヲ得ンコトヲ要スヘシ」，後者

では「種痘医タル者ハ其術ノ普及ヲ主トシ且務メ

テ新鮮有力ノ痘苗ヲ撰フヘシ」 と書かれている．

すなわち，国ではなく種痘医の責務として，その

技術の普及と痘苗の確保・選定が謳われているの

である．このような条文が消えるのは，明治 18年

の種痘規則であった．

種痘においては再帰牛痘苗という新しい技術の



記事―座談会：医史学から展望するCOVID-19パンデミック 335

成熟と法整備の両方が揃ってはじめて，明治中期

以降の国が主導する近代的なシステムの移行が可

能となったのである．

結　語

以上，日本における人痘・牛痘種痘法という予

防接種の導入過程について概観した．そこから見

えてくることは，医療が様々な要素や段階によっ

て成立しているということである．

たとえば，医療行為を行う際には多くの場合何

らかの医療資源が必要となるが，種痘においてそ

れは痘苗でありそれをどのように入手・製造・維

持するのかという問題があった．

また，医療は各地に住まう民衆を対象としそれ

ぞれの地域の医師がそれを行うものである．それ

ぞれの地域にどのように医療資源を届けまた医療

を行うのか，という問題がある．江戸時代におい

てそれを可能にしたのは，各地に住まう町医・在

村医の存在と彼らによる全国的なネットワークで

あった．

また，これらの自然発生的な近世的医療体制を

どのように近代化するのかという問題があった．

日本においては，地方分権的な江戸時代には一部

の藩レベルを除き全国的な公衆衛生・医療施策が

皆無であった．それ故にどうしても明治維新に始

まる近代的・中央集権的な医療関連の施策に目が

行きがちである．しかしながら，たとえば種痘に

おいては，それを管理する法整備だけではなく，

それに見合う牛痘苗製造の態勢が揃ってはじめて

近代化が可能になったのである．

もちろん他にも， 前述以外の技術革新 （種痘針・

接種方法などの改良）の問題，民衆による種痘の

受容の問題，副作用の問題など，いくつものクリ

アすべき問題があったことは言うまでもない．

このように，医療はその性格上，科学技術の他

の諸分野と比べ，関係するいくつもの要素や社会

環境にも大きく左右される．その進歩は，たとえ

ば種痘であれば，人痘種痘法から牛痘種痘法へ，

人伝牛痘苗から再帰牛痘苗へという技術の進歩・

革新によってのみ成立しうるものではないし，ま

た逆に明治 7年の医制に代表される近代的な医事

法制が成立しさえすれば，あとは自動的に進んで

ゆく，というものでもないのである．
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わが国におけるインフルエンザ流行に関する認識と 
“スペインかぜ”流行に対する衛生行政の対応

逢見　憲一
国立保健医療科学院生涯健康研究部

はじめに

2020 （令和 2） 年， 新型コロナウイルス （COVID- 

19）が世界的に流行した．この流行にも関連し，100

年前の世界的流行である“スペインかぜ”流行と

衛生行政の関わりから，現代への知見を得ること

ができるものと期待される．そこで，本稿では，

わが国における “スペインかぜ” を含むインフルエ 

ンザ流行の歴史を追い，わが国におけるインフル

エンザ流行に関する認識を検討した上で，“スペ
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インかぜ”流行へのわが国の行政，専門家，住民

の認識とわが国の衛生行政の問題点を検討した．

わが国におけるインフルエンザ流行の歴史と 

インフルエンザに関する認識

富士川游は日本における医学史・疾病史の泰斗

であり，膨大な文献をもとに古代から近代にいた

るわが国の疾病の歴史を「日本疾病史」に著して

いる（富士川　1912）．富士川（1912）の記述する

件数を数えてみると，ヨーロッパでは文献によっ

て確認されるインフルエンザ流行の記載が 1600

年から1649年の50年間に3件であったものが，そ

の後増加し，1800年から 1849年の 50年間に 32

件，年あたり 0.64件となっていた．1850年から日

本で明治時代が始まる 1868年までの 19年間には

5件であり，年あたりでは 0.26件とその頻度は半

分以下になっていた．一方，日本ではインフルエ

ンザと考えられる流行の記載が 1600年から 1649

年の 50年間には 1件であり，その後も件数は微増

するに留まり， 19世紀に至っても1800年から1849

年の 50年間でも 8件，年あたり 0.16件に留まって

いた．ところが，いわゆる鎖国の時代が終わり日

本で明治時代が始まる 1850年から 1868年までの

19年間には，インフルエンザの記載はヨーロッパ

と同じ 5件，年あたりでは 0.26件とその頻度は

ヨーロッパとは反対に増大していた（図 1）．

もちろん，これらは文献によって確認される，

インフルエンザと推測される記述の件数であり，

文献の量と質に左右される．しかし，ヨーロッパ

で 19世紀後半に文献の量が減少するかあるいは

質が低下することなどは考えにくく，ヨーロッパ

においては，19世紀前半が，コレラと同じく，世

界的流行（パンデミック）のピークであったと考

えられる．一方で，日本においては，特に 18世紀

以降の江戸社会においては識字率も高く日記など

の文献が豊富に残されていることを考えると，

1700年以降の時期にインフルエンザの記載が不

当に少なかったとは考えにくい．日本には持ち込

まれなかったインフルエンザの流行が，開国と明

治維新により，流入するようになったと考えても

良いように思われる．

さて，日本において「インフルエンザ」を意味

する 「流行性感冒」 の言葉は，1889–91年の世界的

流行（パンデミック） の際に造語されたもので，

それ以前は，単に「かぜ（風，風邪）」と呼ばれて

いた．ただ，大きな流行があった場合には，その

時に流行していた芝居，風俗，髪型，相撲取り，

あるいは原因と考えられた神仏の祟りや流行源と

考えられた地域の名などから取った名前がつけら

れていた．しかし，1831–32年の流行は「琉球風」，

1854年の流行は「アメリカ風」 と名前づけられて

おり，漠然とではあるが，それぞれ沖縄，アメリ

カからの外国人の来訪と結びつけて考えられてい

たのではないかと考えられる（表 1）．

さて，1889–91年にロシアで始まり，わが国に

1890（明治 23）年春にもたらされたインフルエン

図 1　文献によって確認されるインフルエンザ流行の記載
出典：富士川（1912）

表 1　 わが国におけるインフルエンザ流行と名前（1700
年以降）

呼称

1769 （明和 6） 稲葉風
1776 （安永 5） お駒風
1784 （天明 4） 谷風
1795 （寛政 7） 御猪狩風
1802 （享和 2） アンポン風，お七風，薩摩風
1808 （文化 5） ネンコロ風
1821 （文政 4） ダンボウ風
1827 （文政 10） 津軽風
1831 （天保 2），1832 （天保 3） 琉球風
1854 （安政元） アメリカ風
1890 （明治 23） お染風
1918 （大正 9） （小姓風）

出典：逢見（2009），富士川（1912）
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図 2　はやり風用心 1890（明治 23）年
出典：内藤記念くすり博物館（2001）

ザの流行は，その強力な感染力から“お染風”の

別名を持ち恐れられた．お染とは，当時流行して

いた不義の恋を描いた芝居のヒロインである．当

時その恋の相手であった丁稚久松が留守である，

という張札を家の門前に貼って疫病除けとするこ

とが流行した（図 2）．

また，“スペインかぜ”流行時にも，「この頃（ご

ろ）至る所の軒並みに変な貼札（はりふだ） を発

見する．最も種類の多いのは『お七留守』 という

ので，そのよって来たる所は，今度の感冒を『小

姓風』 と命名して，その相手のお七を持ち出した

もの」 という 「大阪毎日新聞」 の記事があった （毎

日新聞　2009）．

“スペインかぜ”流行に関する 

わが国の行政， 専門家， 住民の認識

速水融は，2006年の著書，『日本を襲ったスペ

イン・インフルエンザ』で，与謝野晶子が“スペ

インかぜ”流行初期の 1918（大正 7）年11月10日

の横浜防疫新報に寄せた「感冒の床から」 と題し

た文章を挙げている（速水　2006）．速水によれ

ば， 与謝野は， 「その伝染性の強さから説き起こし，

自分の一人の子供が小学校で感染したら家族全員

に伝染したことを述べ，ついで，日本の対応の遅

さに怒りをぶつけている．政府はなぜ早くから， 伝

染防止のため，『大呉服店，学校，興行物，大工場， 

大展覧会等， 多くの人間の密集する場所の一時的

休業を命じなかったのでせうか』．一方では，警視

庁の衛生係ではなるべく人ごみに出るなと警告し

ていることを挙げている．このような政府におけ

る意志の不統一は多くの国民を危険にさらしてい

るのだ，と気焔をあげている．彼女が我慢ならな

かったのは，『日本人に共通した目前主義や便宜

主義の性癖』であった」 という （速水　2006）．

このような意見に対し，わが国の行政における

認識はどうだったのであろうか？ 与謝野の文章

の翌年，“スペインかぜ”の前流行の渦中であった

1919（大正 8）年の年頭の大日本私立衛生会雑誌

1919（大正 8）年 2月号に掲載された「感冒問答」

で，当時の内務省衛生局長杉山四五郎は，国会に

おける質問に答え，「政府は各地方長官に對し豫

防の方法を訓示せり要は各自の豫防自覺を促すに

あり」「豫防に就ては，病の性質上，個人間の警戒

注意最も肝要」 と述べ，予防法の訓示と住民各自

の予防自覚を強調していた（感冒問答．大日本私

立衛生会雑誌　1919）．また，「或は集會を禁止せ

んとも考へたるも之をなすためには電車をも禁ぜ

ざるべからざるものにして實行し難し」 と述べ，

上述の与謝野晶子の述べた集会の禁止は，検討は

したものの，電車を禁止しなければならないので
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実行しがたい， と述べていた（感冒問答．大日本

私立衛生会雑誌　1919）．

また，同じ記事で，衛生局長杉山四五郎は，「今

囘の感冒には飮酒家多く之に與らざるが如し是れ

大岡議長も云はれ杉山衞生局長も亦同樣の辭を洩

らされしが飮酒に依りて感冒の感染を避け得べし

とせば是れ豈に便法に非ずや敢て感冒と飲酒の關

係を問ふ」と，杉山衛生局長自身が，飲酒家は“ス

ペインかぜ”に罹患しない，との俗言を漏らして

いたことが指摘されていた．

一方で，同じ大日本私立衛生会雑誌 1919（大正

8）年 2月号で，専門家である東京市衛生連合会

は，「國民（市民）の大危難を目視しながら官民共

に極めて靜粛手を束ねて自然の消長に一任するが

如きの狀あるは誠に遺憾の極みに有之」 と官民と

もに手を拱いている状況を憂い，「最近に至り當

局は僅に一片の注意書を發したりと雖這般猛惡無

比の傳染病に對しては宛も大火に灌く一滴の水に

も似て斯る緩和の方法を以て果して所期の効果を

收め得べきや覺覚なく候」 と，衛生当局が一片の

注意書きを発したに過ぎないこと，そのような微

温的な方法では効果が覚束ないことに警鐘を鳴 

らし，内務大臣に「閣下速に大英斷を行ひ完全有

力なる豫防法を實行せられ」 ることを建議して 

いた（市衛生聯合會建議．大日本私立衛生会雑誌　

1919）．

なお，上記の衛生局長杉山四五郎は，同じ大日

本私立衛生会雑誌 1919 （大正 8） 年 2月号から 5 

月号にわたって，「衛生の本義」と題した文章を掲

載しているが，そこでは，「緒言」 「第一章　衞生

とは何ぞや」 「第二章　個人衞生」 「第三章　民族

衞生」 「第四章　食糧問題」 「第五章　國民疾病保

險問題」において，“スペインかぜ”流行につい 

ての論及はなく，「第六章　國際衞生」において，

「今囘の流行性感冒の如きは，世界を風靡した最

も手近かな例である．自分の國に是が流行れば，

それが他の國にも傳はるのであるから，之を防遏

しなければならぬ」 と，国際衛生の観点で，論及

していたに過ぎなかった（杉山四五郎．大日本私

立衛生会雑誌　1919）．

また，衛生局長杉山四五郎の後任の潮恵之輔

は，大日本私立衛生会雑誌 1919（大正 8） 年 6月

号に掲載された，新任「所感」において，“スペイ

ンかぜ”流行についての直接の論及はほとんどな

く，「近頃或る地方の人が見えたときの話に極く

東京に近い所で流行性感冒が流行つたときに村 

の者が鐵砲を持出して空砲を天に向つて打つたと

いふことで，風の神を拂ふには之に限るといふこ

とであつたといふことであります」「世間一般の

醫事衞生といふことに關する思想は進みながらも

非常の幼稚な所があるのではないかと思ひます」

と，迷信深く愚かな民衆の例示に用いられてい

た．その上で，「併し私が斯う申すからと言つて政

府の者が何もせずに居つて國民の衞生思想が普及

せぬ徹底せぬというて如何にも國民に責任を負は

せるやうに聞かれては私の趣旨と違ひます，國民

が假りに幼稚であるならばそれだけ其局に當るも

のが一層力を用ゐなければなりませぬ」と，国民

が幼稚であることを前提に，国民に責任を負わせ

る行政の姿勢を否認していた（潮恵之輔．大日本

私立衛生会雑誌　1919）．

一方，当時は，インフルエンザを「かぜ」 とし

て軽く考える見方があったことに対して，高野六

郎（1912）は，一般向けの著書「悪性感冒」の中

で，流行性感冒は「かぜ」ではなく，より悪性の

伝染病であると述べている．そこでは，「流行性感

冒」の訳語について，「インフルエンザの特性の一

部だけを字面に顯はしたので却て窮屈である」 と

し，「インフルエンザは世界的流行を來し，且多數

の死亡者を作る所からいへば惡性感冒の方が寧ろ

當っている．」と述べて，かえって「悪性感冒」の

語の方が当たっているとまで述べている．

“スペインかぜ”流行に対しての 

わが国衛生行政の問題点

逢見（2021） は，日本医史学会 2020（令和 2）年

11月例会で，スペインかぜ当時のわが国衛生行政

の問題点の生まれた背景として，（1） 「明治 19年

の頓挫」により，地方の衛生行政は警察の所管と

なって取締行政の性格が強くなり，住民との乖離

が大きくなっていたこと，（2） 大正 3（1914）年の

「伝染病研究所移管事件」によって，感染症研究の
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世界情勢に通じた北里柴三郎一門が，内務省所管

の伝染病研究所から一斉に下野してしまっていた

こと，などが考えられることを述べた．また，当

時の伝染病予防法は，コレラ対策を基準としてお

り，感染源の特定や感染経路の追跡，感染者の隔

離といった，現代でいう“ハイリスク・アプロー

チ”が有効であることを前提としていたのに対し

て，スペインかぜはそれらの対策が無効で，人々

の理解と行動という“ポピュレーション・アプ

ローチ”が必要であったのに，当時の内務省衛生

局は， それに適応できなかったのではなかろう

か， と述べた（逢見　2021）．

本稿では，さらに，その背景として，わが国に

おけるインフルエンザ流行に関する認識を検討し

た．わが国では，江戸時代を通じて，インフルエ

ンザと考えられる流行の記載数が，ヨーロッパと

比較して少なかったと考えられること，また，通

常の“風邪”とインフルエンザを区別せず，流行

があった際に「～風」というよう呼び名をつけた

ように，通常の“風邪”と区別しない認識であっ

た．また，この「～風」の呼び名は，1889–91年

の旧“ロシアかぜ”の際にも流行し，1918–20年

の“スペインかぜ”の際にも，少なくとも一部の

地域には存在していた．

一方で，北里柴三郎の高弟で，専門家である高

野六郎は，流行性感冒は「かぜ」ではなく，より

悪性の伝染病であることを強調しており，また，

専門家の団体である大日本私立衛生会『予防注意

書』でも，同様に「たゞの『かぜ』ではありませ

ん，怖ろしい傳染病です．」ということを強く訴え

ていた．また，やはり専門家団体の東京市衛生連

合会も，官民が「國民（市民）の大危難を目視し

ながら」「極めて靜粛手を束ねて自然の消長に一

任する」状況を慨嘆し，内務大臣に「大英斷」を

行うよう建議していた．

しかし，非専門家である当時の内務省衛生局長

の杉山四五郎あるいはその後任の潮恵之輔の言動

は，“スペインかぜ”流行の最中にあっても，当事

者意識の乏しいものであった．

今回論じた，“スペインかぜ”流行に対してのわ

が国衛生行政の問題点としては，逢見（2021）が

論じた，公衆衛生の専門家が衛生行政に対するヘ

ゲモニーを失っていたことに加え，衛生行政のヘ

ゲモニーを握っていた衛生局長を始めとする非専

門家の衛生行政担当者の認識が，江戸時代以来の

わが国に一般的であった，インフルエンザと通常

の“風邪”と区別しないものであったことが挙げ

られよう．

現代へ活かされるべき知見としては，逢見 

（2021）が論じたことではあり，また，反面教師的

ではあるが，古今東西を問わず，公衆衛生の基本

中の基本である，

（1）行政，専門家と住民との信頼関係の維持，

と，

（2）公正で科学的な情報の速やかな共有，が，

なにより重要であることを，“スペインかぜ”流行

と衛生行政の関わりは示しているものと考える．
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近現代の感染症・予防と治療の史的概観

渡部　幹夫
順天堂大学

中国武漢発とされる COVID-19のパンデミック

はWHOの宣言後 1年を経過した．2021年 5月 28

日ジョンス・ホプキンス大学公衆衛生大学院の

時々刻々改訂されているHP （https://coronavirus.jhu. 

edu/map.html） （COVID-19ダッシュボード） では

世界の感染者 168,970,971人　死者 3,511,375人と

表示されており，単純な計算で致死率を計算する

と2.0%となる．世界に冠するCDCを擁するアメリ

カ合衆国が感染者 33,218,042人　死者 593,288人　

致死率 1.8%となる．Brexitを経た英国は感染者

4,489,552人　死者 128,020人　致死率 2.9%であり，

EUの各国はそれぞれの国による都市封鎖を繰 

り返しながら必死に感染拡大を防ごうとして 

きた．しかし，フランス　感染者 5,697,076人　死

者 109,327人　致 死 率 1.9%　ド イ ツ 感 染 者 

3,674,013人　死者 88,192人　致死率 2.4%　イタ

リア　4,205,970人　死者 125,793人　致死率 3.0%

とヨーロッパは 2年前の平和には程遠い状況であ

り，EUの結束の強さは見ることができない．国内

での感染爆発を抑え込めている少ない国家もある

が，世界のグローバル経済が物流・人的交流を含

めて以前なように戻ることを期待すると，全く不

透明といわざるを得ない．ちなみにこのパンデ

ミックの初発となった中国での感染者 102,932人　

死亡者 4,846人　致死率 4.7%となっている．

日本では感染爆発の 4つの波を 3度の緊急事態

宣言を発して人的活動の制限を行って抑えること

を試みてきたが，感染者は 735,302人　死者 12,691

人　致死率 1.7%となる．

一方で，日本では 2020年 2月 1日より指定感染

症 2類相当として届出対象疾患となった，新型コ

ロナウイルス感染症（疑い含む）の感染症発生動

向調査の公表値では 2020年第 53週までが 35,385

人，2021年第 11週（3月15日から 3月21日まで） 

の累計は 279であり昨年と合わせて 35,664人であ

る．その後，日本での感染症動向調査の公表から

は外れている．各国の人口規模による蔓延度の判

断や統計上の問題は本稿ではさけておく．

第二次世界大戦後の地球上のヒトは，冷戦下の

平和とそれに続くデタント，その後の宗教や民族

の問題からのテロリズムと局地的な対立・戦争は

あるものの，人的・物的なグローバル化の進行は

とどまるところを知らないように見られた．その

中でエボラ出血熱の出現やHIV感染症の問題は

あったものの人口の爆発的増加を可能とするよう

な世界であった．今回の新興コロナウイルスのパ

ンデミックに先立ち，新興感染症の脅威を警告す

る発言は，間断なくされてきた．コロナウイルス

は2002年SARS，2012年MARSとして世界的に感

染者の発生をきたしたが日本を含まない一部の国

にとどまった．むしろそれ以前から注意されてい

たインフルエンザが 2009年世界的流行をきたし

たが恐れられていた高い致死率をみるものではな

かった．SARSやMARSの流行が世界の一部にと

どまったことの体験が，コロナウイルスに対する

初期の対応に世界が失敗した理由とも思われる

が，真実はそれほど簡単ではないと考えられる．

後日の医学史にどのような記録が残るのか，この

時代を経験しているものの考えを残しておきたい．

疫病（はやり病）の流行には，それぞれの国，

地域による社会としての理解と不理解が存在して

きた．そして世界中で流行を繰り返してきた天然

痘に対して牛痘種痘による予防が可能であること

を初めて報告した Edward Jennerの著書は“An 

Inquiry into The Causes and Effects of The Variolae 

Vaccinae, A’Disease Discovered in Some of the West-

ern Counties of England, Particularly Gloucestershire, 

and Known by The Name of The Cow Pox” とあり，

英国の片田舎の Barkleyにて地方の地域医療の中

から発展した Jennerの牛痘種痘は英国，ヨーロッ
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パ大陸から世界中に広がった．当初，英国王立 

協会に受け入れられなかったため上記の書物は

1798年ロンドンで自費出版されたものであり，英

国ではその後も支持派と反支持派があり，Anti-

Vaccination Leagueが結成されたりして，ナポレオ

ン戦争下の大陸の方でむしろ速やかにこの方法を

取り入れたという歴史もある．Jennerの発想が，

乳しぼりの娘たちが牛痘を軽く患い，その後の天

然痘の流行時にも罹患することなく過ぎるという

地域の言い伝えに基づくことはよく知られたこと

であるが，本人はすでに英国に移入されていた人

痘接種を幼少期に受けていたようである．免疫概

念の科学的始まりと考えてよいだろう．日本でも

ようやく 1849年に牛痘痂疲の輸入による接種に

成功しそれから植えつなぐことにより牛痘種痘が

広がり，その後の日本の近代化，西洋医学優位の

医学教育導入につながることとなった．

しかし予防接種という医療手段は，その後には

体系的なものとしは 100年の時を経て，1870年代

に Louis Pasteurの発想で広く広がることになるま

で種痘をのぞいてなかった．元来Pasteurは醗酵学

を研究していた化学者であることはよく知られて

いる．蚕の病気の原因が微生物によるものとし

て，強い病気を起こすものから弱い病気を起こす

ものを作り出しそれにより弱い病気にかからせて

強い病気を予防するという考え方で，1877年に 

ニワトリコレラ，1881年炭疽病，1886年狂犬病 

に対する免疫を付けることに成功し，それらに

Vaccineという言葉を与えることにより Jennerの

牛痘種痘発明に始まるとした．この方法はその後

多くの感染性疾患に試みられるようになり免疫学

の成立を見た．

この時代，微生物・細菌が顕微鏡により見える

こととなってきたが，ウイルスが見えたわけでは

なく， 現象としての予防接種の効果が先にあった．

顕微鏡という光学機械の発展による微生物学・

そして培養という細菌学の進歩を待って，医学の

大きな部分を占める感染症が感染（伝染）する病

として定義されたのは Robert Kochにより提唱さ

れた 4原則を否定することができない時から始

まったと考える．念のために簡潔に述べると

1）疾病の原因となると考えられる微生物が病巣

から証明されること．

2）この微生物が分離できること．その微生物がそ

の病巣に独占的に存在すること．

3）分離培養した微生物の接種により感受性のあ

る動物に病変を発生すること．

4）その病巣から同じ微生物を証明できること．

このコッホの 4原則により結核菌感染が結核症

の原因と発表された 1882年以降大きな医学にお

ける位置を細菌学が占めてきた．細菌学が進むと

ともに，感染の履歴が罹患後の者の血清に抗体と

して残っていることがわかり，これをPasteurの免

疫の考え方と共有するものとして血清学が発展 

した．細菌感染による毒素による症状の発現と考

えられる疾患に対して，1890年のBehringのジフ

テリア毒素の接種による抗毒素の発現の発見，

Behringと北里柴三郎の破傷風抗毒素の発見以降，

その抗毒素療法が始まり，そのほかの感染症に対

しても予防接種だけでなく抗体を含む血清による

血清療法が始まり，化学療法や抗生物質のない時

代の感染症治療の主体であった．現在の日本の医

療現場では抗血清として商品が残るものはハブと

マムシの咬傷による中毒に対するものだけである

ようだが，抗生物質のない時代の医療としての抗

血清に頼ることは非常に多かったと考えられる．

著者は以前米国議会図書館において旧日本陸軍の

軍医手帳を見て，帯行薬品として多数の種類の抗

血清があったことに驚愕したことがある．

一方細菌学の研究者Alexander Flemingの細菌培

養の研究からブドウ球菌の培地に偶然生えたカビ

がブドウ球菌のコロニーを溶解することが発見さ

れた．すなわちペニシリンの発見は1928年である

が，その抗生物質の医療への広い提供は第二次世

界大戦の時代以降となる．細菌に対する効果はそ

の後の新しい抗生物質の発見・合成も進み人類は

細菌感染症に対する大きな武器を持つことができ

ることとなった．

感染症の病原因子をすべてウイルス virusと称

した時代もあったようであるが，ラテン語の毒液

Venomに由来するという．光学顕微鏡の発展によ

り多くの細菌をはじめとする病原体が見えるよう
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になってきた中でも見えない病原体は濾過性病原

体・超顕微鏡的病原体・不可視性病原体などと呼

ばれていた．植物ウイルス・動物ウイルスの存在

がみとめられるようになったのが 1892年のタバ

コモザイク病ウイルスの証明以降のことであり，

RNA結晶体としての分離が 1935年にされ，電子

顕微鏡によるタバコモザイクウイルスの可視化が

Helmut Ruskaにより 1940年に報告されて以降に

ウイルス学の新たな進歩が始まった．

一方生物学の基本は1953年のWatsonとClickの

X線解析により遺伝子がDNAの 2重らせん構造

よりなることの発見から全く別な次元を呈してく

ることとなった．

分子生物学に連なる遺伝学，免疫学，薬学を含

めて臨床医学にも今までの多くの知見の確認と疑

問が起こる時代が到来した．そしてコンピユー

ター技術の進歩が遺伝子工学として多くの成果を

上げてきたことは否定できない．

ウイルス学の研究は血清学という古い方法から

始まる感染の履歴として持つ免疫にかかわる抗体

を調べることに始まる学問体系であるが，遺伝子

解析の急速な進展と分子生物学の補完により，歴

史的に蓄積された知識の検証が進むこととなっ

た．近代医学の成果であったワクチンも抗生物質

も遺伝子情報を抜きには語れない時代となって 

いる．

1980年には世界から天然痘は根絶されたこと

がWHOにより宣言されたが，世界的に根絶され

た感染症は稀有なものである．牛痘をもちいて始

まった種痘の前史には人痘接種の東洋医学の歴史

があり，根絶の時にもちいられていたワクチンは

Vaccinia Virusであり牛痘のウイルスでないことな

どなぞは以前のウイルス学でも指摘されていた

が，遺伝子解析によってもいまだなぞは多い．

加えて 1983年にKary Mullisにより開発された

DNAの複製反応 PCR（polymerase chain reaction） 

によりDNAの痕跡の存在を確認することができ

るようになった．PCRは RNAの確認にも使える

ようになり細菌学，ウイルス学の分子生物学と臨

床医学現場での共同的な道具となっている．生物

学は遺伝子の塩基配列やその発現を議論するとこ

ろとなり，感染症の診断にもPCRという遺伝子の

一部の存在を確認することでなされる時代とな

り，古典的な感染症学とは全く異なるものとなっ

ている．元来は見えない病原体であったウイルス

による感染症学は，ふるくから知られていたはや

り病の病原体だけでなく，B型肝炎，C型肝炎，そ

してHIV感染症を含めて，ウイルスによる疾病を

ある程度コントロールしうる医学的基盤を持つよ

うになった．

元来，感染症の成立には次の 3つがそろうこと

が必要とされ，医学医療分野における教育，臨床，

研究では同意が得られてきた．

1）病原体

2）媒介するもの

3）感受性のあるヒト

このトライアングルを断つことが感染症の成立

を防ぐことになるわけである．

結核菌を発見したKochが世界的に猖獗を極め

ていた結核の治療に有効であろうとしたツベルク

リンは臨床的には有効なものとはならなかった．

結核の高度の蔓延を日本より早く経験した欧米の

先進工業国では結核の蔓延を，主に患者をサナト

リウムや療養所へ隔離することで，日本より早く

患者の減少に成功している．有効な治療手段を持

たなかった結核症に対して，第二次世界大戦後ま

での日本は慢性感染症としての結核症が猖獗を極

めた．欧米の先進諸国が第一次世界大戦期のイン

フルエンザの流行を経て結核死亡率の低下を見た

ことと大きく異なり，日本は国を挙げての結核発

症の予防に取り組んだことで敗戦後，占領期を経

ての結核発症低下の経験を持つことができたと考

える．弱毒菌であるBCGがひろく結核の予防ワ

クチンとして世界で使われるようになって現在に

至るが，日本におけるBCGの導入には第二次世

界大戦に向かう 1937年日本学術振興会第八部会

第八小委員会（結核予防）が設置され，軍部の研

究とともに長年の研究の蓄積がされていた．

2020年 12月の本学会学術総会にて示したスラ

イドの一葉にて，なぜ日本が戦間期に結核予防接

種としての BCGに多くの資源をさき研究をせね

ばならなかったかを示した．100年前の統計にお
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図　松田道雄『結核』昭和 15年刊付録　より筆者作成

いても歴史学的資料としては意味があると考えて

その図を示しておきたい．

1944年のWaksmanのストレプトマイシンの発

見による結核菌に対する有効な抗生物質の発見以

降に人類は治療手段を持ったように考える．

しかし，感染症学の大きな進歩をすすめること

ができた結核菌の発見から 140年を経過して治療

手段も手にしている人類であるが，肺結核症はい

まだ地球上では年間約 1000万人を超える発病が

あり約 160万人の死亡がある．日本の感染症発生

動向調査の 2020年の届け出も 17,108人にのぼる．

世界的な結核症の制圧はまだ道が遠そうである．

幸い現在の日本の COVID-19による人的被害は

世界の諸国に比べると，経済的なことを別にする

と少ないと考えられる．しかしワクチン接種によ

る感染予防や発病防止が世界的には黎明をわずか

に見せているものの，国内にワクチンが供給でき

ない国を含めて，世界がいわゆるコロナウイルス

感染症の時代にどのようになってゆくのか全く予

測ができないと考えるのが賢明であろう．グロー

バル化した世界において明らかな感染蔓延の違い

があることの意味は大きい．

感染症の大流行は人類の歴史の中で珍しいこと

ではなかった．ただし今回の COVID-19のパンデ

ミックにおいて日々の世界の情勢・情報を知るこ

とができるようなことは，以前の医学の世界でも

なかったことのように思われる．PCRというウイ

ルス感染を証明する科学の中で世界中が混乱をき

たしているとも言えるが，その混乱が犠牲を少な

くするように動くことを期待したい．世界は国際

政治家が動かしているわけではなく，情報と体制

が動かしているように思われる．このような中で

自然な集団免疫を目指した国家が失敗し，交流遮

断した国が成功しているように見えるが，このこ

との歴史的な評価はまだわからない．有効性の高

い治療薬のないところで，回復期血漿の利用とい

う先祖がえり的古典的発想が現実に行われ，その

創薬の可能性もあるようだ．それ以前にワクチン

としてはmRNAワクチンという今までわれわれ

が製造，接種の経験のなかったものが 1年もかか

らずに遺伝子工学的手法で開発され接種され短期

的には効果がありそうであることに光明を認める

が長期的な成果は不明といわざるを得ない．

2021年 5月末において日本のCOVID-19に対す

る日本でのワクチン接種は世界の他の国家に比較

して非常に少ない．日本が予防接種，ワクチンの
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後進国だという表現が多いが，歴史的には現在が

そのように見えるだけである．第二次世界大戦後

の占領下に世界で最も強力な予防接種法を施行し

て実施したのは日本であり，そのワクチンも国産

されていたものである．その強力な法は占領下の

日本であったからつくられたものであったし，そ

の強力すぎる法による予防接種の事故などの頻

発，国家を被告とする裁判の結果などを経て，日

本が予防接種の後進国化したことは事実である．

国民の安全を守るという意味での基盤である医療

そしてそれを支える材料などは基礎的生活物資と

して島国の日本ではつくられていなければならな

いものであろう．これは食料自給についても同じ

ことと考える．
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歴史から考える疫病と社会経済との関係

永島　　剛
専修大学経済学部

新型コロナウイルス感染症流行下における大 

きな論点の一つに，「防疫重視か，経済重視か」と

いうものがある．緊急事態宣言のもとでの休業要

請・営業制限・人流抑制は，経済活動に直接的な

負の影響を与えるため，不安・不満の声もあがっ

ている．歴史的にもくり返し問われてきた論点

だった．

ここでは，検疫と商業活動との関係を論じた

Mark Harrison （2012） など， これまでの研究の蓄積

を手掛かりに，西欧，とくにイギリス史に関して，

少しふり返ってみたい．

近世における国際商業と検疫

14世紀半ばにペストが襲来した際，地中海の海

港都市で，流行地からの船舶を40日間停船させた

ところから，中世から近世の西欧では，ペスト防

疫の手段としてquarantine（検疫）が広まったこと

はよく知られている．防疫態勢の強化は中央集権

的な行政， すなわち公権力の強化と連動していた．

そして検疫の根拠となる etiology（病因論）として

は，contagion（接触伝染説）が重視されていた．

東方貿易（レヴァント貿易）によって病気がも

たらされるという漠然とした認識が contagion説

の根底にあった．流行時にはアジア方面からの人

や輸入品の自由な流入を阻止し，感染が疑われる

人を収容する施設も作られた．病人にたいする献

身的な看護に記録がある一方で，差別や迫害の温

床となったことには注意が必要である．また，足

止めされた人々やモノを収容する施設や倉庫など

がビジネス化するという状況もみられたという．

貿易商からすれば検疫は厄介なものだったが，検

疫が一般化し，検疫を前提にそこから利益を得て

いた人もいたということで，検疫と既得権との関

係はなかなか一筋縄ではいかないものだった．経
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済的・商業的利害と一口に言っても，実態は複雑

だった．

医学史的観点から興味深いのは，この contagion

説は，水・空気・場所の状況が人間の humour（体

内バランス）をこわして病気がおこるとする伝統

的な医学理論とは，必ずしも収まりがよくない関

係にあったことである．多くの内科医たちが医学

理論にもとづいて積極的に検疫を主張したという

より，経験的な観点，あるいは政治・社会的な観

点から，検疫という手法が広まったといえるかも

しれない．「公衆衛生」 「医学」の側も，一枚岩で

はなかったことには留意する必要があろう．

西洋史において，16～17世紀は「商業革命」の

時代といわれ，スペイン，ポルトガル，オランダ，

フランス，そしてイギリスなどが，重商主義政策

のもと，覇権を争った時代だった．覇権をめぐる

争いというと，軍事力増強や戦争，あるいは保護

関税や産業振興など保護主義的経済政策について

語られることが多いが，検疫政策も，諸国間の緊

張・対立や交渉の論点になっていた．ライバル国

で疫病が発生すれば，それはそのライバル国の商

船を規制する （検疫対象とする）格好の口実とな

りえたという．つまり各国にとって，疫病を発生

させないために検疫や国内の公衆衛生の保全につ

とめることは，ライバル国に対して隙を見せない

という国際政治経済上のインセンティブもあった

ことが考えられる．つまり検疫が経済的利害を阻

害する側面とともに，検疫には自国経済を保護す

るという意図も含まれていたことになる．

18世紀の検疫懐疑論

イギリスでは 1665–66年，西欧全体でも 1720年

のマルセイユでの流行を最後に，ペスト大流行は

みられなくなっていった．東方や北アフリカなど

では依然としてペスト流行が頻発していたので，

たとえばオーストリアがオスマン帝国との国境に

しいた「防疫線」など，検疫政策がペストの西欧

への侵入防止に一定の効果を発揮したという説も

ある．ただ，ペスト菌，中間宿主たるノミ・ネズ

ミ，そして人の生態環境の変化は複雑に絡み合っ

ているため，はっきりと西欧におけるペスト減少

の要因を特定できるわけではない．

当時においても，検疫への懐疑論はつねに存在

していた．ペスト流行が途絶えていた18世紀イギ

リスでは，とくにそうした懐疑論の高まりがみら

れた．東インド会社と並ぶイギリスの特権貿易会

社だったレヴァント会社など，地中海を活動域と

する商人たちは，とくに検疫措置の影響を受けや

すく，イギリス政府に措置緩和を請願している．

1760年代，イギリス政府は一部の船舶（検疫が

しっかりしていると認められた地中海諸港からイ

ギリスに寄港した船）については例外措置を認め

たものの，基本的には，ペスト流行地とみなされ

た地域からの船に 1月前後の停船を義務化する措

置を続けた．18世紀後半には，アメリカ・カリブ

地域の黄熱病の流行地からの船舶にも同様の措置

がとられるようにもなっていた．

商業上の利害関係者のみならず，人道主義的立

場からの検疫への批判も出るようになった．その

代表論者がジョン・ハワード（1726–90）である．

監獄の非人道的状況の改善を主張した人物として

有名で，同様に避病院などに人々を強制的に隔離

する非人道性を問題にしていた．また，検疫を

「中世的な（前時代的な）」不合理な制度として，

非難する向きもあった．多大な経済的損失につな

がる現行の検疫は，本当に理にかなったものなの

か，というわけである．当時の検疫とは，流行地

から来た船に一律でかなりの長期間（数週間から

数ヶ月），停船隔離を命じるという，かなり粗っぽ

い適用が主流だったことはたしかであろう．

医者たちの見解も，けっして contagion一辺倒で

はなかった．トマス・シデナム（1624–89）に象徴

されるように，ヒポクラテス以来の水・空気・場

所の状況を考慮しながら病気の発生状況を観察す

る医学の伝統は 17～18世紀においても続いてい

た．そのため，気温や湿気など，気候・風土や

人々の生活環境を，疫病の要因として重視する医

者も多くいた．病気が人やモノによって伝播する

ことまでは否定しないとしても，その土地で大流

行するかどうかには，気象条件や衛生状態などが

影響すると考える医師は多かった．たとえば高温

多湿が問題だとすれば，アジア・地中海地域より
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も涼しい気候のイギリスでは，そもそも流行リス

クはそれほど大きくなく，国内の衛生環境の保全

につとめたほうが，多大な商業的・人道的損失を

出してまで検疫を実施するよりも，合理的ではな

いか．こうした医学的議論にもとづく検疫懐疑論

が，イギリスでは18世紀をつうじて形成されてい

た．病気の伝播要因がはっきりしない状況下で

は，医学的言説は必然的に政治経済的なインプリ

ケーションも纏うことになっていた．

19世紀における衛生改革

懐疑論はあったが，19世紀に入ってからも，他

の西欧諸国と同様に，イギリスでは流行地から来

港する船舶に対する海港検疫の施行は維持されて

いた．

医学史家アッカークネヒトの古典的な分類によ

れば，19世紀中頃の西欧において，上からの権威

主義的な政治支配が続く大陸諸国では，contagion

説が優勢で，強権的な検疫実施が続く傾向にあっ

たのにたいし，よりリベラルな政治文化をもつイ

ギリスでは，自由の侵害への忌避から，contagion

説よりもミアズマ説など環境要因を重視する考え

方にもとづき，上下水道整備など国内の衛生環境

改革への志向が強かったという対比がなされてい

る．たしかに概括的には，そうした対比ができる

かもしれない．しかし，感染症対策の傾向を二分

化して，その国の政治経済体制に還元して捉える

ことは，単純にすぎるかもしれない．

イギリスでも19世紀をつうじて，とくにペスト

や黄熱病の流行地からの船舶にたいしては厳しい

検疫が施行されることになっていた．そして19世

紀に数度にわたりパンデミック化したコレラにた

いしても検疫は適用されていた．しかし結局は

1831–32年，1848–49年，1853–54年，1866年には

大流行してしまったこともあり，海港検疫の効果

についての疑念をさらに高めることになった．

1842年に『イギリス労働者階級の衛生状態に関

する報告書』を著わし，1848年公衆衛生法の成立

に尽力したエドウィン・チャドウィックも，自由

貿易を阻害する海港検疫に懐疑的だった人物の一

人である．彼がミアズマ説にもとづき，汚染物

質・状態の除去を主眼とする，衛生査察の実施や

上下水道など衛生インフラの整備を提言したこと

は，比較的よく知られている．国内の衛生環境を

改善・保全するほうが，海港検疫を厳格化するよ

りも，合理的だというわけである．

海港検疫の緩和という側面だけを切り取れば，

チャドウィックの改革路線は，自由貿易・国際商

業の利害を重視したものといえる．しかし国内的

にみれば，インフラ整備による増税や，営業の自

由への介入をともなう改革路線であり，経済的自

由を侵害するものとして強い反発を招いた．こう

した反発のため，チャドウィック自身，1854年に

は官界からの引退を余儀なくされている．現実の

経済社会のあり方をふまえれば，経済か防疫か，

という単純な二項対立の図式では，両者の関係は

捉えきれないことの一例といえる．どのような政

策が，誰に，いかなる影響を与えるかを丁寧にみ

ていく必要があるわけである．

短期的には経済的への負荷が大きい防疫対策

も，中長期的には経済を健全化するために必要な

ものである，というような言説も，19世紀後半を

つうじて一定の広まりをみせたことが観察でき

る．ここに掲載した画は，1858年 7月に『パンチ』

誌に掲載されたものである．同誌には，テムズ川

の汚染をはじめ，ロンドンの衛生状態の悪化につ

いての有名な風刺画が何点か掲載されているが，

これもそのうちの一枚だ．標題は 「The Silent High-

「お金が大事か， 命が大事か！」Punch（10 July 1858）
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way Man（静かなる追い剥ぎ）」．骸骨に装束をま

とった追い剥ぎが，汚染のひどいテムズ川上で，

「Your money or your life!（お金が大事か，命が大事

か！）」と問いかけている．短期的な経済への影響

や出費増を嫌って，中長期的な人々の健康への影

響を軽視して公衆衛生改革に抵抗する人々を念頭

においた風刺画となっている．

防疫強化に賛同する立場からみれば，「お金よ

りも生命」 ということだっただろう．ただし一方

的な防疫の強制は，反発を招く．建前上は代議制

民主主義や地方自治の原則を謳うイギリスでは，

防疫対策についての市民にたいするアカウンタ 

ビリティ，「民主的」な政策決定プロセスのあり方

もまた，問われることになった．そして経済的弱

者にとっては，防疫強化による経済への影響が収

入減につながるとすれば，病気にかからなくても

それは死活問題である．格差社会のもと，社会的

な負担のシェアのあり方についても議論が必要に

なっていた．現在の状況に照らしても，この風刺

画にはいろいろ考えさせられる．

19世紀コレラ流行時には内地の衛生改革に力

点がおかれ，海港検疫については懐疑論の高まっ

たイギリスだが，正確にいえば，検疫を行なうこ

と自体への懐疑というより，不当に長く（たとえ

ば数週間以上とか），不当に広範な（数週間の航海

中に全くコレラ患者が発生していない船にまで 

適用されるような）停船検疫への反発ということ

だった．19世紀をつうじて，この正当／不当を判

断する根拠として重要視されるようになったのが

医学であり，医師の調査・判断だった．1872年の

公衆衛生法では，港湾衛生当局とその医官の設置

が義務化され，医官がmedical inspectionを行なう

ことにより，停船隔離の必要性を判断するという

手続きがとられるようになった．一律停船ではな

く，医学的検査を行なうことにより，不必要とみ

られる停船を減らし，商業活動への影響を最小限

に抑えることがめざされたわけである．つまり 19

世紀イギリスで検疫自体が廃止されたわけではな

く，医師の検査を条件に手続きの簡略化が図られ

たということになる．このイギリス式の検疫の考

え方の是非は，19世紀後半以降，たびたび開催さ

れた国際衛生会議の焦点の一つとなった．

そして，こうした医師の判断を重視する動きの

背景には，医師たちの専門職としての確立（およ

びその社会的認知）も関係していると考えられ

る．細菌学上の発見が相次いだのは1880年代以降

だが，それ以前からの疫学的な知見の蓄積も勘案

する必要がある．政策決定プロセスにおける「専

門知」の位置づけも，歴史研究の重要な論点であ

ろう．

現在へのインプリケーション

近世から19世紀にかけての西欧，とくにイギリ

スについて概観したが，当時と現在とでは政治・

経済・社会，そして医学・科学のあり方も異なっ

ており，時代的文脈を無視して，単純に教訓を引

き出すことには慎重であるべきであろう．しかし

歴史が，現在の参照系となることはたしかであ

る．過去と現在の類似点だけでなく，何が違うか

明らかにすること自体も重要な論点になりえる．

歴史をふり返ることで，現在の状況をどう考えた

ら良いか，とくに防疫と経済活動との折り合い方

をどのように考えたら良いか，どのようなことに

目配りが必要なのかなどについての，何らかのヒ

ントを得ることはできるはずである．この雑駁な

レビューからもわかるとおり，「防疫」にもいろい

ろあるし，「経済活動」にもいろいろある．歴史を

ふり返ると，「防疫か経済か」という単純な論点の

設定の仕方だけでは不充分にも感じられる．「過

去と現在との対話」をめざしつつ，経済・社会領

域との接点にも目配りする医史学研究が，今ます

ます求められているように思われる．
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中国医学における流行性感染症に関する史料の紹介

町　泉寿郎
二松学舎大学

医事制度の変遷

長い歴史を持つ中国伝統医学において，流行性

感染症とその治療に関しても多くの蓄積を見出す

ことができる．但し，流行性感染症と言ってもそ

の病因として細菌・ウイルスを想定していない以

上，疾病に対する基本的なとらえ方は現在とはか

なり違っていた．

伝統的中国社会において，官職は理想の古典古

代である周代の制度に淵源を持つという発想があ

り，医学医療，保健衛生に関する官職もまた，漢

代成立の『周礼』（天官）に，医師・食医・疾医・

瘍医・獣医の五階等（先に記述される者が上位に

ある）の記述がある．「医師」は医薬行政官で，薬

物を調製・供給し，医療従事者を監督・査定し，

傍ら王室・卿・大夫らの医療にも従事する．「食

医」は天子に供する食事の管理栄養士で，四季に

応じて主食・副菜・飲料が人体に及ぼす寒冷温熱

の作用を考えて献立を作る．「疾医」は季節性の流

行性感染症（「四時皆有癘疾」）など一般人の各種

内科的疾病の治療に当たる．「瘍医」は一般人の各

種外科的疾病の治療に当たり，「獣医」は農耕と軍

事に有用な牛馬の治療に当たり，それぞれ治療実

績を医師に報告する義務を負う．

歴代王朝による医療および医学教育の制度は，

6世紀前半までは職掌が未分化で古代の官名を襲

称し，隋唐の律令体制下において皇帝の医務を担

当する尚薬局と医学教育および宮廷官人の医療を

担当する太医署が置かれた．宋代には，皇帝直属

の学芸家組織である翰林院に医療行政を担当する

翰林医官院が置かれ，皇帝の医務・薬物を担当す

る部局として御薬院・尚薬局が開設された．医学

教育を担当する部局は，太医局と改められ独立し

た医学教育機関となった．

宋王朝の行った医書・本草書の校正版刻事業

は，医学知識の普及に寄与した．専門部局として

「校正医書局」が開設され（1057年），主要医書が

続々と刊行された．また先行医書の収載処方や民

間処方まで集成した大部の医方書が編纂された

（『太平聖恵方』100巻 （992年），『聖済総録』200

巻（1118年頃））．また一般向けの薬剤頒布所が開

設され，その処方集が編纂刊行された（『和剤局

方』5巻（1107–10年頃），『太平恵民和剤局方』10

巻（1241–52年頃））．これらは宋朝歴代皇帝が「経

世済民」の観点から医薬学に高い関心を寄せたこ

とを示す．

元朝は医療・医薬・医学に関する中央機関とし

て医学提挙司を置き，宮廷医務と医官教育だけで

なく，各地の医学校や恵民薬局の管理を行った．

明朝による医療行政および医学教育の制度は，元

朝を踏襲して始まった．清朝の制度も基本的に明

朝を踏襲した．明清期は科挙の制度化が進んだ時

代であり，太医院の医学教育と選抜においても細

かな規程が定められた．

歴代中国の医事制度は，特に唐代までは為政者

に奉仕することに主眼があり，為政者のための医
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療においては既に発病した病気の治療よりも，発

病を回避するための日頃の健康管理や予兆を知る

診断が重視された．流行性感染症の治療は，為政

者のための医療と言うよりどちらかと言えば民間

人のための医療の性格が強い分野である．

傷寒と陰陽五行

古い流行性感染症の記録として先ず想起される

のは，2世紀末の張仲景が自らの一族 200人あま

りが196（建安元）年以来10年を経ずしてその2/3

が死亡し，その死亡原因の 70%が傷寒であったと

述べている記述である（『傷寒論』自序）．傷寒と

は「時気」に依って発症する発熱性の流行病の総

称であり （富士川游『日本疾病史』1912），多紀元

胤の病名辞書『疾雅』には傷寒の部に中風・熱

病・温病・天行病・時疫・感冒・傷風など極めて

多くの用語が収録されている．傷寒に現代医学の

病名を当てはめることは困難であるが，本来は細

菌またはウイルスによる何らかの流行性感染症で

あることは疑いない．中風は一般的には脳血管障

害を指すことが多いが，一部に流行性感冒も含ん

でおり，西洋医学的な視点に立てばここには混乱

があるように見えるが，漢方の立場では「証」（病

態）によって病気を分類し経験知に基づく対症療

法を行うのである．『傷寒論』においては，傷寒の

進行状態を①太陽病→②陽明病→③少陽病→④太

陰病→⑤少陰病→⑥厥陰病の六段階の病期に分け

て，それぞれの証に対応する治療薬が記されてい

る．流行性感染症の治療を説いた専門医書として

極めて注目すべき医書である．

一方で，張仲景は自序の中で，天は五行 （木火

土金水） の理によって万物を動かし，人は五常

（五行の気）を受けて五臓があり，それが陰陽の理

と合わさって限りなく変化すると記している．天

人相関は古代中国以来の発想であるが，漢代には

施政が適切を欠くと災異が起こるという時令思 

想が生まれ，『漢書』には異常気象・自然災害・飢

饉等の災異を記録した「五行志」 という篇がある．

以下，歴代正史の「五行志」にはしばしば疫病が

記録されている（『後漢書』志第 17，『新唐書』志

第 26，『明史稿』志第 4等）．「五行志」の疫病記

録は年次・地域・死者数などに止まり，病気の記

録としては簡略に過ぎるものの，疫病が「時気」

に依って発症する災異の一つと考えられていた証

拠であり，傷寒という流行病に対する理解もその

例外ではない．

六朝時代の流行性感染症の記録と治療法

六朝時代の葛洪（281–341）原著・陶弘景（456–

536）増補の『肘後備急方』は，その巻 2に疫病・

流行病とその治療法を収録する．「治傷寒時気温

病方第十三」「治時気病起諸復労方第十四」「治瘴

気疫癘瘟毒諸方第十五」がその部分であり，第十

三の中にみえる「虜瘡」は天然痘に関する記載の

初出とされている．また「温病」は『黄帝内経素

問』に冬期の寒邪が遅れて暖熱期になって発症す

る病気（「生気通天論」：冬傷於寒，春必病温）と

あるのに由来する．前述のように傷寒は発熱性の

流行病の総称であり，温病はその中の一つと考え

られていた（『難経』58：傷寒有五，有中風，有傷

寒，有湿温，有熱病，有温病）．

隋唐時代の流行性感染症の記録

隋代には，疾病分類において後世に多大な影響

を与えた画期的な医書が現れた．巣元方等が 610

年に編纂したとされる『諸病源候論』50巻であ

る．疾病を病因・病症・病態について 67門 1739

種に分類整理して記述しており，疫病・流行病と

その治療についても豊富な記述を持つ．疫病・流

行病と考えられる病気としては，傷寒（巻 7・

8）・時気（巻 9）・熱病（巻 9）・温病（巻 10）・疫

癘（巻 10）・瘧疾（巻 11）・痢病（巻 17）等が該

当するであろう．巻7傷寒病諸候上を例にとれば，

33に及ぶ病態が記述されているが，治療法・処方

については説いていない．傷寒のように発病後の

日数を追って病態を記している疾病には，他に時

気，熱病，温病がある．唐・王燾編『外台秘要方』

40巻（752年自序）においても，傷寒（巻 1・2），

天行（巻 3），温病及黄疸（巻 4），瘧病（巻 5），霍

乱及嘔吐（巻 6） とその治療が説かれている．
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宋代における医学医療の普及

唐末五代は中国史の転換点とされる．医学分野

における思惟の新展開は，『素問』「運気七篇」を

基盤とした運気論や，『傷寒論』研究の盛行に見出

だせる．運気論は五運（木火土金水） と六気（風

熱火湿燥寒）の循環理論およびその人体への影響

を理論化した考え方で，劉温舒は『素問入式運気

論奥』3巻（1099年成） を著し，徽宗の時に官刻

した『聖済総録』（1117年頃）でも「運気論」は

その巻頭に置かれている．後漢末に成立した『傷

寒論』は西晋の王叔和が編集の手を加えて以降ど

のように伝承されてきたかを証する資料は殆どな

く，北宋代に版刻されたテキストが現伝本の起源

と考えられている．『太平恵民和剤局方』では，諸

風 附．脚気（巻 1），傷寒 附．中暑（巻 2）の治療

のための処方が列記されている．

金元時代における医学の刷新

宋代に印刷医書が出そろった後，金元時代には

内経（生理病理）と方論（治療学）と本草（薬理）

の典籍間の理論統合が進んだ．主に民間で活躍し

た四大家（劉完素・張従正・李杲・朱震亨）が金

元時代の新医学を代表する．劉完素は運気論に通

じ，昔の治療法で今の病気を治すことは難しいと

考え，『黄帝素問宣明論方』『素問玄機原病式』に

おいて運気論と方論を結び付けて病理と治療を 

説明し，熱性病の治療に新生面を開いた．張従正

（1156–1228）は『儒門事親』において外邪を汗・

吐・下によって体外に排出する攻撃療法を多用し

た治療を説いた．劉完素に学んだ李杲（1180–

1251）は『内外傷弁惑論』『脾胃論』において従来

の外邪に侵されて発病するという外傷論に加え

て，新たに不摂生や過労などによって脾胃が内傷

して発病すると考え，脾胃を補う治療を唱えた．

朱震亨（1281–1358） は『格致餘論』 『局方発揮』に

おいて劉完素・李杲の医説を更に進めて滋陰降火

の治療を多用した．

金元四大家が主張した医論・治療法は各々相違

したが，彼らの医論・治療法の刷新は，その時代

の戦乱や王朝南遷，都市化等に伴う流行性感染症

を含む新しい病気に対応したものであった．この

時期に初めて「感冒」 （南宋・王碩『易簡方論』）と

いう表現が現れ，流行性感染症の症状の記載は精

細さを増した（楊子瀛『仁斎直指方論』等）．元・

王履『医経溯洄集』は傷寒と温病の区別を初めて

説き，次代の流行性感染症治療に道を開いた．

明清時代の温病学

古くからあった傷寒とは異なるタイプの流行病

の治験や医論が蓄積され，流行性感染症の治療が

専門化するのは明代のことである．『明史稿』には

疫病大流行の記載があるが，『傷寒論』の治療法 

ではもはや対応できなかったことは次のような言

葉からも窺える―「疫気之発，大則流行天下，次

則一方，次則一郷，次則偏著一家，悉由気運鬱 

発，仲景無治方」 （虞摶『医学正伝』）．明・呉有性

（1592–1672） は初の温病専門書『温疫論』 を著 

し，風・寒・暑・湿・燥・火など従来考えられて

きた外邪とは別に，「戻気（癘気）」 という一種の

異気に感染して温病が起こると説いた．呉有性は

戻気が口鼻から侵入し，空気感染や伝染があるこ

とを説き，攻下剤によって戻気を駆逐する治療を

説いた．

清代に入ると，葉天士や呉鞠通が温病学を更に

発展させた．葉天士（1667–1747）の『温熱論』は，

温疫が衛・気・営・血に侵攻する四段階における

弁証論治を説いている．呉鞠通（1758–1836）の

『温病条弁』は，これに三焦（人体を上・中・下の

三部に分ける） を加味して弁証論治を更に進め

た．流行性感染症に対して温病学が新たに医論と

治療法を打ち立てたことにより，清代においては

温病派と傷寒派の対立が生まれた．

江戸時代の日本でも温病学は多くの医家に学ば

れた．京都で開業した漢蘭折衷派の荻野元凱

（1737–1806）は呉有性『温疫論』をたびたび版刻

してその普及に努めた．荻野は幕府の命を受けて

江戸医学館で『温疫論』を講義した際に，戻気が

体内に入り「膜原（隔膜）」に着いて発病するとい

う箇所で，『素問』に由来する「膜原」の解釈と読

みについて目黒道琢（1724–1798）との間で論争と

なった（募原論争）．一方，医学館を主宰した多紀
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元簡（1755–1810）は『四庫全書総目提要』におい

て『温疫論』は体裁が整っていないと評されてい

ることを受けて，劉奎が改編した呉有性原著『瘟

疫論類編』（1802）を版刻している．医学古典を重

視する考証学者たちは，山田業広『医学管錐外

集』・森立之『温疫論箚記』・岡田昌春『天行彙説』

（1880） 等をはじめとして温病を傷寒の一種であ

ると考え，これを新しい感染症の考え方と治療で

あると説く明清の温病学者の説に批判的であるこ

とが多かった．

遅く刊行された呉鞠通『温病条弁』（1813）をは

じめとする清代温病学書は，同時代日本の医界で

注目されることは少なかったと見られるが，清代

における理論と治療が発達した温病学の弁証論治

は現代中医学の形成にも貢献している．清代に発

達した温病学に対する立ち位置の差異は，現在の

中国と日本の伝統医学を見るうえで一つのポイン

トになると思われる．

参考文献
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座談会記録

日　時：令和 3年 6月 14日 （月）　17 :30～19 :37

場　所：オンライン

司　会：渡部幹夫編集委員

参加者：坂井建雄理事長，町泉寿郎編集委員長

澤井　直，松村紀明，逢見憲一，永島　剛（以上編集委員）

○町（編集委員長）　日ごろ日本医史学雑誌の編

集に携わっている者として，昨年からCOVID-19

のパンデミックが続く中で，我々も何かできるこ

とはないかという気持ちがあり，それぞれの立場

から話題を提供して，意見交換する座談会の開催

を企画しました．最初に，本日の趣旨説明を，司

会を勤めていただく渡部幹夫先生からお願いいた

します．

○渡部（司会）　それでは，提案をした者として趣

旨の説明と司会もさせていただければと思いま

す．去年の末に，COVID-19のパンデミックにつ

いて，医史学会の中には感染症と歴史の領域に詳

しい方もおられるから，座談会をしたらどうかと

いう提案をしました．しかし日本では正月後に感

染の山が来てしまいました．例会を Zoomでやっ

たりしておりましたので，同じようにできるかな

とも思ったのですが，会員の方々に大勢参加して

もらうのはなかなか難しいということで，まずは

編集委員と坂井理事長に入っていただいて開催し

てみることにしました．本会に先立ち各委員には

それぞれの主題についてレビューを書いていただ

き，共有いたしました．この座談会記事の前に掲

載しますので，併せて読んでいただけるとわかり

やすい座談会の内容になるかと思います．

2021年 5月，去年のWHOのパンデミック宣言

から 1年と少し過ぎて，世界で 1億 7,000万人の感

染者，死者が 350万人となっています．一番ひど

いのがアメリカ合衆国で，感染者 3,300万人，死

者が 59万人ということですから，3億人の国で

3,300万人，10人に 1人は感染者となっていると

いう．一方日本は，今のところ 73万人の感染者，

死者が 1万 3,000人くらいということで，アメリ
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カに比べると桁違いの少なさなのですが，社会的

な影響は計り知れないものがあると思います．日

本でこのような感じですから，西欧諸国，そして

インド，アジア，アフリカ等でどうなっていくの

か，本当に心配です．

今日の座談会は，編集委員の方々にレビューを

それぞれ出していただきました．それぞれの編集

委員は本雑誌の編集を担っているわけですが，そ

の研究領域は少しずつ違うわけで，その違う領域

でこのCOVID-19のパンデミックという世界的な

事象に対してどんなふうに考えておられるかを含

めて書いていただきました．そのレビューについ

てお話しいただき，質疑をする形で進めたいと思

います．最後には総合討論もしたいと思います

が，短い時間で充分にお話が聞けるかやや心配で

もあります．順番としては澤井委員，松村委員，

逢見委員，渡部，それから永島委員，町委員長と

いうことで進めさせていただきます．

昨日 （2021年 6月 13日） の，ある新聞の朝刊に，

歴史家の磯田道史さん池上彰さんが，政府の専門

家会議にどうして歴史学者が入っていないのだと

いうことを書いておりました．これは，今の時期

だから言えるのかもしれませんけれども，やっぱ

り政治・経済全て人間の歴史があると思うので，

同感しております．

では，澤井先生，先生の「西洋の古代からルネ

サンスまでの感染症について」から始めてくださ

い．お願いします．

○澤井　私は古代と中世の代表的な感染症流行に

関して紹介することにいたします．医学の概念あ

るいは医療の水準に関して現在とかなり違う，そ

ういう古い時代を見ることで，感染症とか伝染病

とかの歴史を扱う際に何に気を付けるべきかとか

ということが浮彫りになるのではないかと思って

います．

トゥキュディデスが記したアテネの疫病，ガレ

ノスが治療し記録も残したアントニヌスの疫病，

中世に起こったユスティニアヌスの疫病と黒死

病，いずれも大規模な被害をもたらした疫病とさ

れていますが，その正体は何だったのかという疑

問に答えようとする研究が行われてきました．古

代の場合にはほぼ文字資料のみを手がかりにし

て，症状の記録や現在知られている感染症との類

似性をもとに同定が試みられましたが，方法論上

の問題点も指摘されています．

中世の場合には考古学的資料も用い，さらにそ

のような資料のDNA解析が行われ，疫病による

死亡の原因となった病原体がこの 20年で特定さ

れるようになりました．

疫病に関する研究は病名の同定だけでなく，ど

のような規模の被害があったのか，疫病が政治・

経済・社会・心性・風俗にどのような影響を与え

たのか，など多様な視点から研究がされていま

す．このような研究も蓄積が進み，過去の疫病に

関してかなり詳細なことが明らかになり，また新

たな説の定着を見ています．

COVID-19の流行は，思いがけず，西欧の古い

時代の感染症への関心を高めることになりまし

た．医師国家試験にも過去の感染症の出題がされ

るほどです．ただ，その出題に対する解説書の記

載に関して示したように，病名の同定の有力とさ

れる見解もごく最近になって定着したこと，言い

換えれば，古い時代のものであっても感染症の歴

史研究は現在進行中であること，また，一般に広

まっている理解やイメージには誤りも含まれてい

るということを伝えておきたいと考えています．

○渡部　ありがとうございました．

エジプトのラムセス 5世のあばたは天然痘では

なかったんじゃないかというような最近の遺伝子

学的な研究も出てきたりしている時代で，ユス

ティニアヌスの疫病の記録に相当する人骨からペ

スト罹患らしいというレビューの内容がよく分か

りました．

ちなみに，先生，国家試験の形は，普通は 5択

か 4択ですね．

医師国家試験で，「世界的に大流行を引き起こ

し，中世で黒死病として恐れられた感染症はどれ

か」という設問で，ペストのほかにはどんなもの

が挙がっているんですか．

○澤井　ほかは，結核と，コレラと，天然痘と，

発疹チフス．

ですので，どれも確かに世界史のどこかで聞い
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たかもしれないなというものを挙げていますね．

○渡部　『歴史は病気でつくられる』 というリ

チャード・ゴードンの名著がありますが，国家試

験では皆さん多くはペストを選ぶのでしょうね．

これは，不適切問題にはならなかったのですね．

○澤井　はい．これはかなり正答率は高いみたい

ですね．

○逢見　最後のほうで書かれていた「Black」が 

実際の性状を示す意味ではなかったというのは，

現代でいうBlack Mondayとかいう感じの意味合い

だったんでしょうか．

○澤井　そうです．私も同じように理解しました．

○渡部　政治， 経済， 全部暗転するという 「Black」 

なわけですね．

また総合討論で話が戻るかもしれませんけれど

も，次に進めてよろしいでしょうか．

松村先生，お願いします．松村先生には「民間

医たちのつくりあげた種痘ネットワーク」という

ことで，江戸末期から明治初期の日本の民間医た

ちの種痘活動についてです．お願いします．

○松村　皆さん御存じのとおり，種痘は天然痘に

対する予防接種ですけれども，幕末から明治とい

う医療も含む近代的な諸体制が形成されはじめる

時期にどのように種痘が行われていたかを振り返

ることは非常に示唆に富むものではないかと考え

ています．

この種痘，古くからは人痘接種が，そしてジェ

ンナーによる牛痘接種が行われるようになって，

それが日本に入ってきます．

この中で非常に興味深いことは，江戸期はまだ

医師免許制度もありませんし，一部の藩を除き医

療システムと呼べるものが全くなかった．全国的

レベルの公衆衛生とか医療システムはなかった時

代なわけです．ところが，その時代においてこう

いう種痘というのが非常に広範に行われるように

なっていき，維新期を超え明治10年代ころまで江

戸期のやり方が続けられていました（拙論参照）．

これは非常に興味深い事実ではないかと思います．

そういうことを見ると，COVID-19でも現在ワ

クチン接種が全国規模でなされようとしているわ

けですけれども，そういうシステムが国から示さ

れれば，それがすぐにスムーズに進んでいくとい

う訳ではないことがわかるわけです．

こういう点から考えますと，特に現代の日本と

いうのは医療システムが非常に整っている国です

ので，どうしてもそういうシステマティックに完

成している医療システムを想像しがちですけれど

も，実は医療というのはそのようなものが最初か

らできるような簡単なものではなくて，様々な要

素によって成り立っていて，地道な積み重ねに

よってでき上がっていくものだと思うんです．

例えば今行われているワクチン接種とかも，大

規模接種会場が非常にガラガラであるといった

ニュースが流れたりもしましたけれども，なかな

かうまくいかないということは恐らくあると思う

んですよね．そこが医療というものの難しさとい

いましょうか，我々のような歴史研究者から見る

とそれが非常に面白いところでもあるわけですけ

れども，そういったところが種痘の歴史からも垣

間見られるのではないかと思っています．

○永島　明治の日本で，種痘に対する抵抗運動は

どの程度のものだったのでしょうか．日本の場

合，抵抗運動は 19世紀のイギリスほど強くはな

かったという印象があります．上から政府が種痘

を施行するといっても，今，松村先生のご説明に

あったことをふまえると，そんなにすぐにできた

わけではなくて，徐々に状況が整っていって，明

治後期にようやく軌道に乗り始めたというような

ことが幸いしていたのかもしれませんね．受ける

人々の側も徐々に―まあ，個々には非常に抵抗

を示す人はいたと思うんですけれども，種痘を受

入れる猶予期間があったのかもしれないと感じま

した．19世紀のイギリス，ジェンナーの国ですけ

れども，種痘反対運動のため，公的な接種実施は

結構難航しました．というわけで，日本でも抵抗

運動はあったのか気になりました．

○松村　日本でももちろん抵抗はありました．接

種による副作用・不利益があるということは当時

から医者たちも把握していましたし，民衆たちも

ある程度はそういうことも分かっていた．

特に牛痘接種の場合はどうしても植え継ぐとい

うことがあったりもするので，例えば自分の子供
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が単に接種を受けるだけだったらいいんですけれ

ども，場合によっては自分の子供からなんども痘

苗をとって別の子供に植え継いでいかなければい

けないということもあるんですよね．そういうこ

とを嫌がる親も大分多かったようです．別の子に

植え継ぐ基になると，その子にもやはりかなりの

負担がかかるわけですよね．民衆がどういうふう

に反応していたのかというのはいろいろなレベル

であって，かなり細かく見ていかなければいけな

いだろうと思います．つまり，迷信とか，例えば

牛痘接種を受けると牛になるとか，そういう反発

もちろんあるんですけれども，何に対して民衆が

どのように反応したのかは細かく見ていく必要も

あるのかなと思っています．

○町　追加としてひと言．松村先生がレビューの

中で書いておられることとも思いますが，牛痘接

種が当初あまりうまくいかず，成功するまでに時

間がかかる間に，1790年代から秋月藩の緒方春朔

は人痘種痘である程度の成果を上げている．邵沛

さんが『日本医史学雑誌』に論文を書いておられ

ますが，人痘種痘がある程度知識として浸透して

いたことが，牛痘がうまくいったひとつの背景で

あると論じていますね．

○坂井（理事長）　永島先生から日本とイギリス

の国際比較に関することで御質問がありました．

最近のコロナの感染症でも，マスクを着用すると

かワクチンを利用するというのも国によって差が

あるわけですが，反対意見や賛成意見は，どこに

でも多少はあります．それをどうやって定量的

に，客観的に評価するのがいつも難しいところで

す．最近は例えば接種率であるとか，マスクの装

着率であるとかエビデンスがありますが，19世紀

中頃というとかなり難しいでしょうね．

○渡部　私から 1つだけよろしいですか．松村先

生，痘苗，いわゆる牛痘の苗を子供から子供へう

え継ぎながら，子供を連れて蝦夷地まで行った，

桑田立斎や深瀬洋春が，集団接種をしています

ね．それは江戸で種痘所が完成する前の話になる

わけです．そういうふうなうえ継ぎで行ったの

が，明治になって再帰牛痘という形で牛の体でつ

くられるようになったということですが，その頃

に種痘医という免許が医師免許とは別に与えら 

れていたという，これも面白いことだなと思いま

した．

先生に質問したいのは，1つは，この痘苗を植

えるということは，その費用としては一般庶民が

払えるようなお値段なのか．それとも，ボランタ

リーに医師・種痘医が行ったのか，その辺は明ら

かなのでしょうか．

○松村　はい．種痘にどれぐらいお金がかかるの

かということに関しましては，明治時代は結構分

かっています．これは深瀬泰旦先生による先行研

究がありますが（日本医史学雑誌 第 22巻 4号），

10銭とか 20銭とか，そういったようなことが明

らかになっています．それは，当時の薬の値段，

一日の薬のお金からすると多少高めではあるんで

すけれども，そんなに極端に高いわけではありま

せん．

あと，お金を取らずにやるということも結構行

われているんですよね．それどころか，木下浩先

生の研究によると，種痘だけでは利益が上がらな

いはずなのに活動範囲をめぐってお互いにもめた

りしている．これはなかなか非常に興味深いとこ

ろだと思います．医者たちが種痘というものを自

分たちが患者を囲い込むための手段としていたと

いう節があります．

つまり，日本というのは医者の数が近世の段階

でもかなり多かった．大体 1,000人に 1人とかそ

ういうレベルで医者がいたということは明らかに

なっていますけれども，恐らくかなり競争が，医

者同士の営業活動が激しかったのではないかと．

そういうこともあって，「医は仁術」とかいう言い

方もされもちろん医者の使命感とかそういったこ

ともあったんでしょうけれども，非常に実利とう

まく結び付いたといいましょうか，それが牛痘種

痘が急速に広まっていった理由にもなるのではな

いかと．

日本で種痘が本当に急速に広まって，日本に牛

痘苗が入ってきて全国に広まっていくまでに半年

とかからないわけですけれども，それは多分恐ら

くいろいろな要素があって，もちろん例えば藩主

が自分の息子に種痘するとか，そういったような
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上が模範でやるということもありますし，医者た

ちのつながりが強かったということもあるでしょ

うし，さらには医者同士の競争があったり，そう

いう様々な複数の要素が非常にうまく組み合わ

さって急速に広まっていったのではないかなと

思っています．

○渡部　それでは，次は逢見先生，「わが国におけ

るインフルエンザ流行に関する認識」ということ

でお願いします．

○逢見　それでは，前のお 2人のお話からは大分

時代が下って，100年前のパンデミックでありま

すスペインかぜを中心に，その背景はどうであっ

たかということをお話ししていきたいと思います．

先月の月例会などで，100年前のスペインかぜ

に対する対策，行政の中心であった内務省衛生局

の出した「流行性感冒予防心得」と，在野の専門

家の団体であった大日本私立衛生会が出した「流

行性感冒予防心得」の違いから，当時，行政当局

と専門家の集団の間で対策に関して結構齟齬か

あったというようなお話をしたんですけれども，

今回は，専門家と行政だけではなくて，住民・一

般の認識，それまでのインフルエンザ―流行性

感冒ですね―に対する住民の認識，住民専門

家，そして行政の認識がどうであったのかという

ことで，衛生行政の在り方というものを考察して

いきたいと考えております．

まず，図1を見ていただきますと，古来， 「咳逆」

という形で言われていたかと思うんですけれど

も，富士川游の文献『日本疾病史』に記載されて

いる，インフルエンザと現代では推定される病気

の記載というものを比較したのがこのグラフにな

りまして，江戸時代， 1600年以降を通じて 19世紀

の前半まで，ヨーロッパではインフルエンザの流

行の記載が非常に多くなってくるということがあ

ります．それに比べて日本では，いわゆる江戸時

代，鎖国と言われたような時代を通じて，流行は

そんなには多くない．それが幕末の 1850年から

1868年に至って，一旦同じ頻度になります．

そのためかどうなのか，江戸時代に流行した，

数としてはあまり多くない流行においても，一貫

して「かぜ」という言われ方をしていて，大きく

流行したものに関しては「稲葉風」「お駒風」「谷

風」 という感じであだ名がついています．これは

当時の習俗などを基にしてつくられたものが多い

んですけれども，幕末に近い「琉球風」「アメリカ

風」などに関しては，琉球あるいはアメリカから

やってきたということを，多分庶民の中でも流行

の変遷といいますか，場所が変わってくることに

関して漠然とではあるけれども認識されていたの

ではないかと思われます．ただ，そこではやっぱ

り，一貫して「かぜ」と言われていましたし，も

うちょっと下の 1890年の旧ロシアかぜ，あるい 

は 1918年のスペインかぜにおいても，「お染風」

あるいは「小姓風」 という形であだ名がついてい

ます．

そして，図 2を見ていただきますと，旧ロシア

かぜの「お染風」というのは，当時はやっていた

「お染久松」の芝居で，商家の娘のお染が丁稚の 

久松と道ならぬ恋をするということで，久松は留

守だよという張札をすることがはやったというこ

とで，インフルエンザに関して 「風」 という名前

をつけて，あるいはそういう芝居の恋愛を「恋の

病」のような形でなぞらえているということで，

ユーモラスではあるんですけれども，裏返して考

えると，それを単なる 「かぜ」 として軽く見てい

た，舐めてかかっていた，ということも伺えます．

これはもしかしたら，先ほど言った流行の頻度そ

のものがいわゆる鎖国によって隔てられていて，

あまり大きくなかったのではなかろうか， とも言

えると思います．

もう一つは，西洋ではインフルエンザはいわゆ

る common coldとは別のものとして捉えられてい

たのに対して，日本では言葉がすべて「かぜ」で，

インフルエンザと風邪を分ける習慣がなかった．

症状が軽かったから区別をしなかったのか，ある

いは言葉の上の区別がなかったから全部一緒くた

で脅威を感じなかったのか，ということは分かり

ませんけれども，そういう循環があったように思

われます．

その後で行政・専門家と住民の認識ということ

を考えていきますと，まず，住民に関しては，与

謝野晶子などが，自分の子供が亡くなったという
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こともあるんでしょうけれども，なぜ政府を挙げ

て呉服店とか学校や工場などを閉鎖しないのか，

休業を命じないのかというふうに，糾弾するよう

な内容のものを書いています．住民の間では，あ

だ名をつけたりと軽く見る傾向もあったけれど

も，中には脅威を感じて，政府へ対策を要求する

というような立場もありました．

それに対して行政のほうはどうであったかとい

いますと，国会の問答などでも，当時の衛生局長

が「或は集會を禁止せんとも考えたるも」 と言い

ながら，そのためには電車を止めなければいけな

いので実行しがたいというようなことで，閉鎖と

か集会の禁止というのは，考えても実行できない

ものと決めてかかっていた．また，その問答の中

で，当時はお酒をたくさん飲んでいるとインフル

エンザにかからないというふうな俗説がありまし

て，そういう軽口を，どうも衛生局長自らもして

いた節が見受けられます．

また，同じ衛生局長杉山四五郎が，大日本私立

衛生会雑誌に，「衛生の本義」 という長大な論文 

を書いているのですけれども，その中でもごく軽

くしか，当時猖獗していたはずのスペインかぜに

対して論及しておらず，どうも扱いが軽い．

また，その後任の潮恵之介という局長もやは

り，住民がスペインかぜに対して，空に鉄砲を

撃って風の神を追い払うというような迷信じみた

ことをしていて困ったもんだということを言いつ

つ，ただ国民に責任を負わせるように聞かれては

趣旨が違うけれども，やっぱり国民は幼稚である

というふうな趣旨のことを言っていて，住民に対

するちょっと侮った態度というものが透けて見え

るし，事の重大さというものに対してやはり危機

感が足りないのではなかろうかと思われます．

その一方で，高野六郎―これは北里の高弟で

すけれども―などは，やはりインフルエンザと

いうものは風邪とは違うということを強調してい

ますし，その「流行性感冒」という言い方自体も，

風邪の一種のような言い方になっていてそれはよ

ろしくない，と言っています．インフルエンザは

風邪とは違って恐ろしいものだということを非常

に強調していますし，東京市の衛生連合会など 

もやはり，当局は一片の注意書きを発したにとど

まっているということで厳しく批判しています．

このように，風邪，流行性感冒に関する認識と

して，専門家の危機感に対して行政の方は非常に

危機感が薄い．責任感がないというよりは，風邪

という，インフルエンザと分けて考えない，それ

までの認識に引きずられているのではないか，と

いうことが考えられるのです．昨年の月例会でも

言いましたけれども，衛生行政と専門家の認識の

間に大分違いがあって，それは，やはり当時，長

與專齋，後藤新平，長谷川泰という，衛生局長が

医師であった時代が 19世紀末までで，20世紀の

初めにはもう法科万能主義になってしまっていて

20年たっているというような状況で，実践として

の衛生行政が，少なくとも衛生行政のトップには

どうも伝わっていなかった．いわゆる専門知とし

ての衛生行政がどうも通用しづらい状況になって

いて，インフルエンザに関する認識も甘くなって

いたのではないか，ということが考えられるわけ

です．

前回の月例会と同じですけれども，スペインか

ぜの例は反面教師的ではあるんですけれども，衛

生行政・公衆衛生においては，行政は，特に専門

家，あるいは住民と，信頼関係を持ってコミュニ

ケーションをきちんと取る，公正で科学的な情報

をきちんと共有する，ということがやはり大事で

あって，それがどうも，スペインかぜに際しては

上手くいかなかったのではなかろうか，というこ

とを教訓として考えております．

○渡部　ありがとうございました．逢見先生のお

話，例会でも一度していただいて抄録が本誌に出

ていると思いますが，今回レビューをもっと深く

書いていただいているので，いろいろ興味があり

ます．「悪い風に当たらないように」 という言い 

方が，日本では風邪ですね．ただ，流行史が結構

あって，明治以降は記録が何年かおきにあると思

うのですが，多くの方が亡くなってしまうような

風邪が約 20年おきにはやったようですね．私は 

このスペイン・インフルエンザも，医学生になっ

てから，昔はインフルエンザでたくさん死んだと

いう話を聞いたときに，そういうことはこれから
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はあまりないだろうというふうに実は思っていた

のです．インフルエンザ後の肺炎，これはウイル

ス性肺炎であったり，それからその後の混合細菌

感染だったりすると思うのですが，今の先生のお

話で，「かぜ」 というくくりであまり重症なもの 

としては，インフルエンザが，従来使われていな

かったというのが分かりました．総合討論のとこ

ろで，またもっとお話が出ると思います．

1つだけ私から追加させていただきたいのは，

この1918年，ちょうど第一次世界大戦のときです

けれども，そのときに小酒井不木という東北大学

の助教授が官費で留学していいます．彼はニュー

ヨーク， ロンドン， グラスゴー， パリ， 各地で， も

ともと結核病みの人ですが，それを抱えながら留

学して，各地でインフルエンザにかかっているの

です．急性期から治って日本にようやく帰ってき

たのですが，教育職に復帰できず，その後作家に

なった人です．その人の本『闘病術』『私の病歴』

を読むと，インフルエンザは全く重要な病気と認

識しておられない．この人は医学者ですから，不

思議な感じがして読んでいました．

○坂井　この頃，インフルエンザの病原体はまっ

たく不明でした．コレラなど病原菌が幾つか分

かってきていましたが，ウイルスというものの存

在がまだ全く分からない状態でした．細菌か何か

なのだろうけれども，中途半端で， まだよく分か

らないという状態でしょう．

○逢見　実はその辺が， 当時， 北里柴三郎一門 

は，原因菌は“プファイエル菌”，今インフルエン

ザ菌と言われているもので，これで決まりだとい

うふうに言っていましたし，それに対して東大の

伝染病研究所の人たちがそうとも言い切れないと

言って論争が行われていたところです．当時ま

だ，細菌ではない何らかのものということも言わ

れつつはあったんですけれども，スペインかぜに

関しては，細菌説を北里一派がかなり言ったとい

うこともありまして，細菌が原因だろうというこ

とになっていたのではないかと思われます．

○坂井　今のコロナが出始めたところみたいに，

正体不明で怖いよねという，不安感は当然あった

と思います．

○渡部　坂井理事長，この 9月号の表紙絵に流行

性感冒ワクチンの広告，国会図書館のデジタル

アーカイブから許可をとって『中外医事新報』の

写真を載せさせていただきます．そこには，流行

性感冒の原因かと考えられていた各種の細菌に対

するワクチン広告が星製薬から大々的に出されて

います．効いたかどうか分かりませんが，複合感

染に関してはちょっと効いたかもしれません．面

白い広告を『中外医事新報』から見つけましたの

で， それを表紙絵に組んでもらうことにしました．

それでは，次は私・渡部の順番です．私は「近

現代の感染症・予防と治療の史的概観」 というこ

とで，コロナまではなかなか来られないのです

が，それ以前のところの話を，もうこれは教科書

レベルで，研究者の方，それから専門家の方には

笑われてしまうかもしれないのですが，まとめて

みました．いろいろな参考書というか，一次資料

というよりも二次資料が多いのですが，少し聞い

てください．

コロナについて 1つ不思議だなと今思っている

のは，去年の 2月 1日より日本では指定感染症 2

類の届出対象疾患となり，毎週の感染症動向調査

に公表がされていました．これが昨年中に患者と

して 3万 5,385人，それから今年の第 11週（3月

半ば）までに 279人で，合わせて 3万 5,664人しか

患者公表はないわけです．PCRを発明してノーベ

ル賞をもらったキャリー・マリスさんは 2019年

に亡くなっておりますが，いわゆる感染症の診断

に PCRを使ってはいけないとが述べているとい

うことです．臨床医学では感染と感染症の発症が

違うということで，この届出患者数に注目してい

たのですが，3月の半ばから全く発表がなくなっ

たのです．何のインフメーションもなしに，感染

症発生動向調査のほうからなくなってしまったと

ころが不思議で，感染研にメールを出しました

が，なしのつぶてです．日本の情報公開として，

マスメディア経由の情報だけでいいのかなという

ふうにいつも思っております．

それと，今回のこのコロナについては飛沫感染

と言われていますが，人口が増えて都市に人が集

まって，どうしてもそういう人口密度が高くなる
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ところは，空気の汚染度も上がるわけです．「空気

感染」と言うと，医学的用語としては間違いかも

しれませんが，そのような可能性はあるのだと思

います．

新興感染症の脅威を警告する発言は，研究・教

育・臨床の医学の世界・専門家の領域ではずっと

広がっていたのですが，このような形で起こると

は，思われていなかったかと思います．SARSや

MERSは同じコロナウイルスが原因ですが，ある

程度初期の対応にて，ある意味成功したのに比べ

て今回のCOVID-19は失敗してしまったというこ

とです．これはなぜだろうというところが疑問と

して残ります．

いわゆるはやり病の流行というのは，国や地域

が独立していた時代には，ある程度地域に限局し

て，時期をずらして起こったのだと思うのです

ね．ジェンナーの牛痘の最初の報告書「An Inquiry 

into The Causes and Effects of The Variolae Vaccinae」

は，これはグロスタシャーの地方病だというよう

な書き方で書いております．英国の王立協会には

受け入れられないで，最初に自費出版したのが

1798年です．ジェンナーの発明した，この牛痘接

種というのは世界的には当時ナポレオン戦争下 

の大陸のほうが先に広まって，永島先生がおっ

しゃったようにイギリスでは Anti-Vaccination 

Leagueができたりして，なかなか法律になるのに

時間がかかっています．その，法律としての種痘

法も，日本の明治の種痘法よりもずっともっと

ヒューマニティーのある法律のような気が私はい

たしました．

ジェンナーは，これからお話が出ると思うので

すが，中国・インド由来トルコからもたらされ

た，東洋由来の人痘術を既に受けていたというこ

とです．これは 1721年，トルコのイギリス大使夫

人モンターギュがロンドンに伝えていた人痘法で

あり，当時の医療に携わっている人の多くにはそ

ういうことがあったようです．

その後，近現代になってくるわけですが，パス

ツールが，「同じ病に二度かかることがない」とい

う人間の知恵から，前もって病に軽くかからせる

ことにより罹患した病の重症化を防ぐ方法を多く

の疾病で実現して，その予防接種にジェンナーの

業績として「Vaccine」という言葉を全てに使うこ

とにしたということになります．何か病原体があ

るのだということに気付いて，いわゆる細菌・微

生物ではないもの，当時は見えないウイルスによ

るものにも，例えば狂犬病の発症予防などにも成

功しているわけです．

そして現代の医療につながるものとして，私は

興味を持ってきたのは結核の問題なのですが，結

核が感染症だということが分かったのもそんな 

に古い話ではなくて，コッホが1882年にコッホの

4原則とともに，結核菌を見つけて発表してから

ということになります．この結核に対してはたく

さんの治療法とか対応がとられたわけですが，私

のレビューの図（各国の人口一万人に対する結核

死亡累年比較） を見てください．一番上が日本で 

す．1918年の山がインフルエンザ，世界を襲った

スペイン・インフルエンザのときの山ですね．結

核死亡が日本は全然減らないできて，第二次世界

大戦までいってしまうわけです．減少が遅かった

のはフランス， イタリア．そのほかの国々は，第

一次世界大戦で， インフルエンザの戦病死も含

め，戦争中に市民で失われた数も多いと思うので

す．ですがヨーロッパは，いわゆるサナトリウム，

それから療養所をたくさんつくるという形で抑え

込む．それから生活環境の改善というのもあった

と思うのですが，抑え込んでいたわけです．日本

はここでの，それ以外の方法での対応となるわけ

ですが遅かったと思います，結核にかかった兵隊

がたくさんいては困る，国中で特に若い人が結核

になってしまうことが困るということで，特に強

く BCG研究がされました．これは生ワクチンで

すね．この研究が，ある意味では戦争後，新結核

予防法ができて，国民皆保険に先がけて，結核予

防法には療養の給付もつくような形でつくられ，

ストマイの提供も受けて，外科手術後にペニシリ

ンも使うことができるようになったこともあると

思うのですが，やっぱり日本の結核の抑え込み，

戦後の成功は，第二次世界大戦の前，戦中の研究

が続いたところにあるような気が私はしていま

す．一方戦後早々にGHQの指令を受けて予防接
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種法ができて，予防接種が相当強く行われた．日

本人に使うワクチンは日本でつくれ， ということ

で，日本でみんなつくったわけです．だから，世

界一厳しい予防接種法でした．

話が長くなってしまうとまずいのですが，今日

は急性感染症 COVID-19のテーマの会ですが，慢

性感染症はいろいろな問題をずっと持ち続けるの

だろうと思っております．今回，ワクチンは日本

でできないが，輸入が充分できることになり，少

し余裕ができて，台湾やほかの国にも提供しよう

などという話になってきていますが，ワクチン・

医薬品とか食物など，基本的なその国の人間を生

かすためのものは，やっぱり国内でできるように

なっていないとまずいと考えます．政治・経済は

国民を向いていないといけないのではないかなと

思っています．

1つ，逢見先生のお話の中でインフルエンザの

話を追加したかったのですが，スペインかぜの 30

年くらい前に，明治の 20年代だと思うのですが，

かぜの大流行がありました．

○逢見　旧ロシアかぜですね．

○渡部　そうですね．私の家族では，私の父の両

親は，スペインかぜで亡くなったのです．その前

のロシアかぜを生き延びた世代の曽祖父母，すな

わち，おじいちゃん，おばあちゃんに，父の兄弟

7人は育ててもらった．そういう話って私の家だ

けかなと思っていたら，ある知事さんが同じよう

なことを言っておられました．やっぱり風邪じゃ

ないのだと思いました．

時間ないので，レビューのほうでは少し詳し

く，細菌学とウイルス学から分子生物学，遺伝子

解析のところまで，要点だけは書き込んでおきま

した．読んでいただけると幸いです．以上です．

ありがとうございました．

永島さん，Anti-Vaccination League， イギリスは

結構強力でしたね．大陸のほうが先に種痘がどん

どん広まっていく．

○永島　そうですね．イギリスではようやく 1850

年代に乳児期の接種が義務化されたのですけれど

も，組織的な抵抗運動がありました．政府が「個

人の自由」 の領域に介入することへの反発とい

う，自由主義的な思潮との関連で論じられること

が多いですね．

○渡部　1つ質問していいですか．牛痘の痘苗の
話ですが， 再帰牛痘苗でつくられるようになって，

その後，明治30年代に朝鮮の仁川で自然発生的に

牛の乳房にできた牛痘の痘漿を持ってきて，それ

と混ぜて痘苗を牛に植えてつくっていたというよ

うな記載を井口乗海の本で読んだのですが，最終

的に世界から根絶されたときのウイルスは世界各

国で少しずつ違うだろうと思うのですが，天然痘

ワクチンはひとくくりにしていいのでしょうか．

○松村　ワクチンも単に打てばいいということだ

けではありませんし，もちろんワクチンの種類と

いう問題もありますし，あと接種する技術も違い

ますよね．やっぱり打ち方によっても効いたり効

かなかったりとかはありますから．そういう技術

的な側面も，かなり相当丁寧に見ていかないとい

けないのかなという気はしています．

○渡部　ありがとうございました．永島先生，お

願いします．永島先生には「歴史から考える疾病

と社会経済との関係」ということで，これは非常

に大局的なお話を伺えると思うのですが，よろし

くお願いします．

○永島　私は経済学部で経済史の授業を担当して

おりまして，私自身の研究の出発点は産業革命期

イギリスの経済社会ということでした．ただその

中で，ロンドンなどの都市で上下水道などのイン

フラ整備や公衆衛生政策がどう進められたのかに

興味を持ったことが，保健医療分野にも少し関わ

る研究の出発点になりました．それ以来，感染症

と社会経済のあり方の関係について，研究者とし

ても関心がありますし，経済史の授業の中でもそ

ういう話を少し入れられないかということでやっ

ております．そこで，その辺りのことを大雑把に

まとめた文章を，今回座談会用のレビューとして

提出させていただきました．

疫病と社会経済といっても，いろいろな論点が

ありえますが，大きくいえば，1つは社会経済状

況とか経済発展のあり方が感染症流行にどんな影

響を与えたか．例えばそれは，大航海時代以来の

モノや人の動きであるとか，産業革命期以降の工
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業化・都市化が，ペストやコレラのパンデミック

化にどういう影響を与えたか，あるいは腸チフス

や結核など，常在型の感染症の消長とどう関わっ

ていたか，などです．他方，感染症流行が当時の

経済社会にどのような影響を与えたかという，そ

の方向性の議論もしていく必要があると思います．

現在のコロナウイルス感染症の流行下で時に尖

鋭的な対立として取り上げられることもある論点

は，「感染症対策か，経済重視か」というもので

す．こういう問いの立て方は，歴史的にもずっと

あったことでした．なんとか両者の折り合いをつ

けていくしかないわけですが，経済社会のあり方

も，また医学をめぐる状況も現在とは異なる過去

から，短絡的に教訓を引き出そうとすることには

慎重であるべきと思う一方で，歴史を振り返るこ

とは，やはりいろいろヒントを与えてくれるので

はないかと思います．

私のレビューで取り上げたのは，先ほどの澤井

先生のお話の後の時代になりますけれども，おも

に西欧近世の重商主義の時代以降の検疫と経済活

動との葛藤・協調の諸相の一端です．工業化や国

際貿易の発展した19世紀のイギリスでは，とくに

検疫に対する懐疑論が広まったようです．イギリ

ス商工業界の自由貿易志向を背景に，検疫懐疑論

を主張した一人が，エドウィン・チャドウィック

でした．「検疫」対「経済活動」 というところだけ

を切り取ってみれば，チャドウィックは明らかに

経済活動のほうを重視しているわけですけれど

も，ただご承知のように，チャドウィック自身は

国内で強力な衛生環境改革を進めようとしました

ので，その限りではチャドウィックは経済的自由

主義の観点から批判を受ける存在でもありました．

端的に言えば，感染症対策といってもいろいろ

あるし，経済活動といってもいろいろあると．誰

の，どういう活動に，いかなる感染症対策が影響

するのか，というようなことを，丁寧に考える必

要があるのかと思います．そのヒントを探ること

は，医史や経済史を含む歴史研究の重要な役割と

なるのではないかと思います．

○渡部　ありがとうございました．これはなかな

か結論の出ないことかもしれませんね．防疫にど

れくらい比重がおかれるかは，時代や状況によっ

て異なることもあるということでしょうか．スペ

インかぜのときの日本についても，いろいろ断片

的な記録はありますが，逢見先生がおっしゃった

ように，行政は，そんなことよりも第一次世界大

戦の戦勝国になってうれしくなっていたようで

す．内務省の『流行性感冒』の報告書は今も東洋

文庫で出ていて読むことは出来ますが．ヨーロッ

パ留学中の小酒井不木も，インフルエンザにか

かって， と書いているだけなのですね．結核にか

かりながら留学した人としては不思議な気もし 

ます．

○坂井　医学医療と社会・経済との関わりを非常

に興味深く，新鮮な話として聞かせていただきま

した．現在の医学医療は，ここ 30年ぐらい経済・

社会との関わりがますます深くなって，切り離せ

なくなっています．昔，医学だけを勉強して医者

になれたわけですけれども，今は医療費がどこか

ら来るか，コロナで経済と医療とのせめぎ合いも

先鋭化しています．今から 10年，20年，30年た

つと，高齢化で医療費は膨れていくに違いないの

で，それを誰がどうやって捻出するのかなども極

めて大きな問題です．それを経済の面から，医学

史の面から，永島先生に攻めていただけると面白

いかなと，ちょっと欲張りかもしれませんが思い

ました．

○永島　論点がいっぱいあるので， ちょっと欲張

り過ぎると結局何も論じないままになってしまう

という……．

○松村　「論点がいっぱいある」ということです

けれども，私が問題だと思うのは「科学（医学）・

技術の正しい在り方があって，それを何か間違っ

た考え方がねじ曲げてしまう」 とか， そういう考え

方で，例えば医学・医療が感染症に対するにはこ

ういうやり方が正しいんだというふうに決め付け

てしまうというのが一番危険なことだと思います．

我々歴史家は，それこそいろいろな要素・論点が

あるということを明らかにしていくということこ

そが重要なのではないかなとは思っています．

○渡部　ありがとうございました．

では，町先生には，世界の中で東アジアの一番
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東にある日本のルーツ，医学とか歴史のルーツは

やっぱり中国だと思うのですが，「中国医学にお

ける流行性感染症に関する史料の紹介」というレ

ビューです．大変に密度の濃い，これから勉強す

る人のために大変有意義な史料の紹介をしていた

だいていると思いますので，この時期の話とし

て，今日の最後を締めていただきたいと思います

が，よろしくお願いします．

○町　レビューに記したことと重複を避けて，ポ

イントだけ補足的にお話します．古い流行病（感

染症）の記録としてまず思い浮かべるのは 2世紀

末に張仲景によって著された『傷寒論』です．本

来は何らかの流行病の治療のための書かれたの 

でしょうが，読み継がれてくる中で，「傷寒」をす

べての発熱性の流行病に当てはめて考えるように

なったため，『傷寒論』の原型をとらえることを難

しくしています．しかしこれは『傷寒論』に限っ

た事ではない，洋の東西を問わず，古典には多か

れ少なかれある問題であろうと思います．

傷寒という病気の原因は外から人体に侵入して

進行すると考えられていますが，一方で，季節の

巡り気の運行と関わっているとも考えている．人

体内において病邪が進行する進行理論と説くとと

もに，病邪自体も陰陽五行に基づく季節の気の運

行から影響を受けているという考えも当初からあ

ります．

今日的な意味に近い意味で，いわゆる流行性感

染症のための専門書が現れるのは，明代からと言

われます．『傷寒論』は古くからありましたが，宋

代に版刻されて漸く普及します．金元時代の戦乱

や人口増加によって，従来の治療法では対応でき

ない新しい感染症が頻発したらしく，そこから新

しい医学理論が生み出され，流行性感染症の専門

書としては明代に呉有性『温疫論』が生まれます．

それが清代にも引き継がれて，温病学がさらに発

展します．

清朝では温病学の細緻な理論化が進みますが，

日本では温病学がさほど熱心に学ばれずに明治維

新を迎える面があるように思います．それが今

日，日本の伝統医学と中国の中医学との間に距離

が生じている一因となっているように思います．

○渡部　町先生，ありがとうございました．中医

と漢方の違いの 1つ，日本は漢籍で江戸時代も西

洋医学を勉強していた中で，この温病のところが

日本ではそれほど根を張らなかったような感じ

が，今の日本漢方と中医の違いだったことが初め

て分かりました．ありがとうございました．

1つ質問をさせていただきたいのですが，人痘

術についてですが，中国は，つい比較的現代まで

―近代と言っていいのか，それまで人痘のほう

も行われていたというようなことも日本医史学雑

誌の邵沛論文にもあるのですけれども，中国はい

わゆる旱苗法ですね．インドみたいに刀尖で切っ

て痘苗を植えるのではなくて，かぶせたりかがせ

たりという方法だと思うのですが，これはいつ頃

からあるのですか．

○町　松村先生のレビューの中にもありました

が，典籍としては清代の『医宗金鑑』（1742）が人

痘術の場合によく参考にされたと言われています．

○永島　中国史における感染症理解・治療法とい

うことで，たいへん興味深いお話でした．これは

ありがちな質問になってしまいますが，患者個人

への治療のみならず，集団としての予防に言及し

ている医家はいたのかどうかが気になるところで

す．西洋史をやっていると，今の公衆衛生政策に

つながるいろいろな社会としての予防措置という

のはヨーロッパ発祥であるというような感じで論

じてしまいがちなのですが，果たして中国でそう

いう議論はなかったのかどうかを伺えればと思い

ます．

○町　きちんと考えなければいけない問題ですけ

れども，従来の中国医学通史において「公衆衛生」

が立項されてくるのは，今あげた清の『医宗金鑑』

あたりからです．では，それ以前に公衆衛生的な

考え方がなかったかと考えれば，「養生」＝セルフ

ケアの考え方や技術は，これはもう中国医学の発

生とともにあると言ってもよい古い考え方です．

だから，養生と公衆衛生をどこでどう切り分ける

のかという，その場合の論点をどのように考えた

らよいのか，私の方も教えていただきたいと思い

ます．

○永島　大きな論点ですね．ありがとうございます．
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○坂井　「傷寒」が何に当たるかについて，古くは

流行性の感染症だとか，最近は単に白血病だとか

というようないろいろな同定がありました．そう

いう漢方の概念とヨーロッパ発の西洋医学の概念

を結び付けるのは，非常に注意を要するし，困難

なのは当然なことです．西洋医学の中でも，18世

紀以前の西洋伝統医学での概念と現在の近代医学

の概念が食い違っています．

疾患と症状と徴候というのは，現在，我々は疾

患が病気の本体であって，症状と徴候というのは

それを診断するための手がかりというふうに思っ

ていますけれども，実は18世紀までは疾患と症状

が病気の本体でした．症状というのは下痢とかノ

ドの痛みなど身体の機能の異常でこれが病気の本

体とみなされ，疾患はその原因となる構造の変化

とされるものですが，観察できない想像上のもの

でした．徴候というのは，それを診断するための

手がかりでした．19世紀に入ったところから，同

じdisease （疾患），symptom （症状），sign （徴候） と

言われているものの意味が変わってしまいまし

た．古い医学文書を読むときに大きな問題になっ

てくるところです．

我々は「感染症」というテーマで話しています

が，感染症というのは病原体が感染するというこ

とが前提となっています．病原体が見つかる以前

は，感染症と呼ぶことに先ず問題があります．「流

行病epidemic disease」 とか「疫病plague」 という形

の現象としてまず知られて，何らかの伝染をする

ことが分かって「伝染病 contagious disease」にな

り，病原体が見つかった段階で「感染症 infectious 

disease」 と断定できます．そうすると，中国医学

の「傷寒」というのは，現在から見れば恐らく感

染症だったのだろうけれども，中国医学の中でこ

ういう病状の人たちというのを見たときに，それ

は果たして「感染症」 と言っていいのだろうかと

いうことを気にして見ています．

○渡部　坂井先生，私も頭の中を整理できたとこ

ろです．澤井先生のところから始まって町先生の

ところまで，全部貫くような考え方を示していた

だいてありがとうございました．

坂井先生，1年後には世の中がまた変わってい

るかもしれないような時代になってしまいました

が，最後に何か，締めていただければと思います．

○坂井　コロナの感染症で，本当に災難という

か，大きな不幸でしたが，医学・医療がすごく社

会から注目されるようになったというのは，一つ

大きなことだと思います．

これから医学・医療と社会との結びつきがます

ます強くなる時代の中で，我々は医学の歴史をど

のようにとらえていくのか．今から 30～40年ぐ

らい前から医学がすごく大きく変わってきていま

す．それ以前は病気がなかなかよく治せなかっ

た．例えば，がんになっても，多くが死んでしま

うという前提で，がん告知ができなかったので

す．現在は画像診断や内視鏡で早期発見ができ

て，外科手術，抗がん剤，放射線などいろいろな

あらゆる手だてを使って，がんがある程度治る，

あるいはがんと共存して生きていく時代になりま

した．ちゃんと情報を患者に伝えて一緒に病気と

闘っていこうよという時代になってきたわけで

す．その結果，何が起こってきたかというと，病

院に行けば必ず病気を治してもらえると社会の側

が思い込んでしまいました．

そういうところに新型コロナがやってきて，現

代医学でも分からないんだ，大変だと，誰もが恐

怖におののいていたのが去年の 2～3月頃．だん

だんコロナの正体や対処法が分かってくると，去

年の 2～3月より患者数や重症者数が多くなって

も，比較的落ち着いています．感染者数が東京都

で 300人だったのが「少ない」 と言って安心する

ぐらいの状態になってきています．

要するに，分からないことがすごく怖い．今は

医学のエビデンスがあって，こういう治療手段が

あると言ってくれると，だんだん安心してくる．

昔はそういうものがない時代が何百年，何千年も

続いていて，その時々，医者はそれぞれ一生懸 

命治療をしていました．中国医学の理論であると

か，西洋古代の理論であるとか，そういう理論に

基づいて教えられると，何となく信頼感を持っ

て，それである程度治るものは治ります．ただ，

しょせん治らないものだという前提があったの

で，不幸があってもじたばたしないという時代が
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実はうんと長く続いていました．それが最近の

30～40年は，医療技術が進歩して医学・医療で 

病気が治るようになってきたものだから，逆に医

療・医学が少しでもうまくいかないことがある

と，医療者が叱られることになり，医療・医学で

分からないことが出てくると，みんな不安になっ

てきます．

医学の長い歴史から現在の新型コロナを見てい

ると，あまり慌てなくていいのではないか，医

学・医療を信じましょう，そういうことを私は言

いたいなと思っています．

○渡部　ありがとうございました．あまり慌てな

いほうがいいという気がしてきました．

日本は本当にそういう状態で来ていますけれど

も，メディアの報道するヨーロッパの状況とか，

ブラジル， インド， どうするんだということになっ

ていたと思うのですが，何とかこのレベルから収

束していくことを，1年足らずでワクチンができ

て，どのくらいの期間有効かはまだ不明ですが，

重大な副反応もそれほど起こっていないようで

す．これは日本では国の予防接種法による臨時の

予防接種で，それは国がちゃんと責任を取るとい

う前提です．今のところ予防接種を受けることで

重症化しないという様なことも言われ，何か日本

では議論されながらも続けてきたBCGと同じよ

うなものになってきたように私は感じております．

○永島　これまでの議論，そして今の坂井先生の

お話を伺いながら考えさせられたことを少しだ

け．医療関係者以外の一般の人々―私自身もそ

の一人ですが―にとって，医学・医療の領域

が，ある種ブラックボックスになっていて，何か

そこに投げてみれば自動的に正しい答えが返って

くるのでは，というような感覚もあるかもしれま

せん．ただ医学の中にも論争があり，医学者・保

健医療関係者の間にもいろいろ見解の相違はある

し，わからないこともある．そういったことの歴

史的なダイナミズムについて，医学史の研究者の

中だけではなく，その外側にも議論が広がってい

けばよいな，というようなことを少し考えており

ました．今さらながらの感想ですみません．

○渡部　このような座談会を会員の方々と行い記

事にしたらどうかと編集委員会で発言したこと

が，編集委員と理事長で一応実現しました．歴史

の学会として今後の意見の交換が発展する事を期

待します．今日は，準備の段階から事務局の花輪

さんどうもありがとうございました．理事長参加

ありがとうございました．皆さん，お忙しいとこ

ろにご苦労かけました．

○町　それでは，これで座談会を閉じたいと思い

ます．皆様，ありがとうございました．

―了―


